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山梨県神社庁報 祝

祭
日に
は国旗を掲げましょう

11月３日　文化の日
11月23日　勤労感謝の日
１月１日　元日
１月12日　成人の日

小室浅間神社　（護國神社招魂祭）

令
和
七
年
度
神
社
関
係
者
大
会 

次
第

令
和
七
年
十
月
十
四
日（
火
曜・赤
口
）



　
本
日
こ
こ
に
、
令
和
七
年
度
山
梨

県
神
社
関
係
者
大
会
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
神
社
本
庁
統
理
様
、

神
宮
大
宮
司
様
、
神
道
政
治
連
盟
会

長
樣
を
は
じ
め
、
多
く
の
ご
来
賓
の

ご
臨
席
を
賜
り
、
県
内
神
社
関
係
者

の
皆
様
に
は
、
繁
忙
中
に
も
関
わ
ら

ず
多
数
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
斯
く

も
盛
大
に
挙
行
で
き
ま
す
こ
と
は
、

誠
に
ご
同
慶
の
至
り
に
存
じ
、
衷
心

よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ

ま
し
て
は
天
機
愈
々
麗
し
く
、
日
々

ご
公
務
に
あ
た
ら
れ
、
ご
精
励
遊
ば

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
こ
と
慶
賀
に
存

じ
ま
す
。
ま
た
、
神
宮
の
こ
と
に
大

御
心
を
つ
か
わ
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、

誠
に
有
り
難
く
畏
き
極
み
で
あ
り
ま

す
。

　
本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
の
御
事
に
つ
き

ま
し
て
は
、
天
皇
陛
下
の
御
治
定
を

仰
ぎ
、
第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮

諸
祭
の
う
ち
最
初
の
祭
儀
で
あ
る
山

口
祭
・
木
本
祭
が
去
る
五
月
二
日
に
、

ま
た
六
月
三
日
に
は
御
杣
始
祭
が
厳

か
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
皇
室
第
一

の
重
事
、
神
宮
無
双
の
大
営
と
さ
れ

て
参
り
ま
し
た
御
遷
宮
が
古
式
ゆ
か

し
く
鄭
重
に
斎
行
さ
れ
る
べ
く
、
斯

界
一
丸
と
な
っ
て
国
民
総
奉
賛
の
機

運
を
昂
め
ら
れ
る
よ
う
、
よ
り
一
層

力
を
注
い
で
参
る
所
存
で
す
。
皆
様

の
物
心
両
面
に
亘
り
ま
す
ご
支
援
の

程
、
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
本
年
令
和
七
年
は
終
戦
八
十

年
の
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
天

皇
皇
后
両
陛
下
及
び
敬
宮
愛
子
内
親

王
殿
下
に
は
沖
縄
に
行
幸
啓
遊
ば
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
秋
に
あ
た
り
皆
様

と
共
に
改
め
て
、
戦
歿
者
に
対
し
ま

し
て
衷
心
よ
り
慰
霊
と
感
謝
の
誠
を

捧
げ
た
く
存
じ
ま
す
。

　
今
日
の
我
が
国
の
発
展
は
先
の
大

戦
に
お
い
て
「
国
安
か
れ
」
の
一
念

の
も
と
、
性
別
や
身
分
に
関
係
な
く

祖
国
の
た
め
に
尊
い
命
を
捧
げ
ら
れ

た
人
々
の
想
い
の
上
に
築
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
ち
ま
せ
ん
。

小
佐
野
　
正
　
史

庁
長

　
式
　
　
　
辞

更
に
は
、
そ
の
事
績
を
後
世
に
伝
え

て
い
く
こ
と
は
、
我
々
神
社
関
係
者

に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
機
に
靖
國
神
社
、

護
国
神
社
に
祀
ら
れ
る
御
霊
の
御
前

で
、
一
人
で
も
多
く
の
方
が
心
静
か

に
手
を
合
わ
せ
、
慰
霊
と
感
謝
の
誠

を
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま

す
。

　
転
じ
て
昨
今
の
斯
界
を
取
り
巻
く

状
況
に
目
を
向
け
ま
す
と
過
疎
化
少

子
高
齢
化
、
食
糧
問
題
、
昨
年
発
生

し
た
能
登
半
島
地
震
を
は
じ
め
と
す

る
度
重
な
る
自
然
災
害
、
今
後
の
神

社
護
持
運
営
に
於
い
て
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
山
積
し
て
お

り
ま
す
。

　
私
共
関
係
者
は
先
人
達
が
培
っ
て

き
た
我
が
国
固
有
の
精
神
文
化
を
基

調
と
し
た
伝
統
的
価
値
観
や
道
徳
意

識
を
一
層
昂
め
て
参
る
こ
と
が
肝
要

だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
私
共
関
係
者

は
一
意
専
心
、
神
社
神
道
の
興
隆
に

邁
進
す
る
秋
と
存
じ
ま
す
。

　
地
域
社
会
の
心
の
拠
り
所
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
き
た
神
社
の
祭
祀

祭
礼
を
賑
々
し
く
斎
行
し
、
神
社
と

地
域
を
元
気
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中

心
に
神
社
が
あ
り
、
祭
り
を
中
心
に

人
々
が
繋
が
る
。 

神
様
へ
の
感
謝

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
大
御
心
を
い

た
だ
き
な
が
ら
日
々
の
生
活
に
励
む
、

そ
の
よ
う
な
人
々
が
地
域
に
溢
れ
る
。

安
寧
と
平
穏
を
願
い
、
祈
り
の
場
と

し
て
神
社
が
担
う
役
割
は
極
め
て
重

要
と
考
え
ま
す
。
広
く
皆
様
の
叡
智

を
結
集
し
て
祭
祀
の
厳
修
と
地
域
社

会
の
平
安
に
寄
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
と
存
じ
ま
す
。

　
人
々
の
精
神
的
紐
帯
で
あ
る
神
社

の
歴
史
と
伝
統
を
支
え
に
、
神
社
庁

が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
え
、

五
年
先
、
十
年
先
を
見
据
え
た
展
望

を
描
き
つ
つ
、
更
な
る
発
展
の
た
め

に
力
を
尽
く
し
て
参
り
た
く
存
じ
ま

す
。
ど
う
か
皆
様
方
に
は
神
社
庁
の

諸
施
策
に
対
し
、
倍
旧
の
ご
理
解
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
あ
た
り
、
本
日
功
績
表
彰

を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
方
々
に
対
し

お
祝
い
を
申
し
上
げ
、
こ
の
一
年
間

に
物
故
さ
れ
ま
し
た
関
係
各
位
の
ご

功
績
を
偲
び
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
と
共
に
、
関
係
神
社
の
ご
発

展
と
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申

し
上
げ
式
辞
と
い
た
し
ま
す
。
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錦
秋
の
季
節
を
迎
え
た
今
日
の
佳

き
日
に
御
来
賓
の
方
々
を
始
め
、
県

下
各
地
よ
り
多
く
の
関
係
者
に
ご
参

列
頂
き
本
年
の
山
梨
県
神
社
関
係
者

大
会
が
開
催
出
来
ま
す
事
は
ご
同
慶

の
至
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
神
宮
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
第

六
十
三
回
式
年
遷
宮
の
諸
行
事
が
始

ま
り
ま
し
た
。
五
月
に
は
山
口
祭
、

木
本
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
六
月

に
は
、
御
杣
始
祭
（
み
そ
ま
は
じ
め

さ
い
）、
九
月
に
は
御
船
代
祭
（
み

ふ
な
し
ろ
さ
い
）、
が
斎
行
さ
れ
ま

し
た
。
令
和
八
年
に
は
御
木
曳
行
事

が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
一
日
神
領
民

と
し
て
ご
参
加
下
さ
い
。
私
も
申
し

込
み
を
済
ま
せ
ま
し
た
。
令
和
十
年

に
は
鎮
地
祭
が
斎
行
さ
れ
、
令
和

十
一
年
に
は
宇
治
橋
渡
始
式
が
お
こ

な
わ
れ
次
々
と
重
儀
が
斎
行
さ
れ
て

い
き
ま
す
。

　
こ
の
ご
遷
宮
は
、
御
社
殿
を
は
じ

め
御
神
宝
を
新
調
す
る
物
理
的
な
事

柄
の
み
な
ら
ず
清
々
し
く
常
に
若
々

し
く
命
を
更
新
し
、
永
遠
の
命
を
継

承
す
る
民
族
の
心
の
原
点
を
見
つ
め

直
す
契
機
と
な
り
、
さ
ら
に
は
社
会

の
結
束
を
生
み
だ
し
、
守
り
継
が
れ

た
伝
統
文
化
を
将
来
に
繋
げ
る
の
が

大
き
な
意
義
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
先

は
幕
財
活
動
が
推
進
さ
れ
ま
す
が
、

神
社
関
係
者
に
は
ご
理
解
賜
り
、
ご

協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
切
に
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
全
国
神
社
総
代
会
定
例
代
議
員
会

が
五
月
二
十
日
に
神
社
本
庁
に
於
い

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
六
年
会

務
報
告
、
令
和
六
年
度
の
歳
入
歳
出

決
算
も
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
七
年
度
の
六
つ
の
実
践
目
標

が
審
議
さ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

①
皇
室
敬
慕
の
念
の
涵
養
と
神
宮
崇

敬
の
念
の
醸
成
を
図
る
為
の
活
動
推

進
に
努
め
る

②
靖
國
神
社
、
護
國
神
社
の
参
拝
運

動
を
推
進
す
る

③
祭
祀
祭
礼
の
次
世
代
の
継
承
と
地

域
社
会
の
再
生
・
発
展
に
努
め
る

④
神
道
の
精
神
に
基
づ
き
次
代
を
担

う
青
少
年
の
健
全
育
成
と
鎮
守
の
森

小

尾

　

武

山
梨
県
神
社
総
代
会

　
ご
あ
い
さ
つ

会
長

の
保
護
活
動
に
努
め
る

⑤
国
旗
・
国
歌
及
び
祝
日
の
意
義
啓

発
と
我
が
国
柄
の
継
承
に
努
め
る

⑥
適
正
な
神
社
運
営
を
図
り
、
神
社

の
奉
護
に
努
め
る

又
第
六
十
回
全
国
神
社
総
代
会
が
十

月
二
十
八
日
に
長
野
県
で
開
催
さ
れ

る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
山
梨
県
に
於
い
て
は
、
教
化
委
員

会
が
主
催
す
る
緑
陰
子
供
会
が
七
月

十
九
日
に
東
八
代
支
部
に
鎮
守
す
る

兩
之
木
八
幡
宮
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
折
に
も
総
代
の
皆
様
方
に
は
ご

協
力
を
頂
き
、
緑
陰
子
供
会
の
意
義

を
全
う
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

感
謝
で
す
。

　
今
後
各
神
社
で
諸
行
事
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
ら
、
総
代
の
皆
様
方
に
は

ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し

ま
す
。

　
不
活
動
神
社
に
つ
い
て
は
現
顧
問

の
中
込
豊
秋
会
長
の
思
い
の
下
、
一

社
で
も
少
な
く
し
て
い
こ
う
と
い
ろ

い
ろ
な
施
策
を
展
開
し
て
参
り
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
解
決
す
る
に
は
費

用
も
必
要
な
現
実
に
も
突
き
当
た
り
、

各
総
代
の
支
部
ご
と
に
費
用
の
拠
出

を
お
願
い
し
た
経
緯
も
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
現
実
を
思
い
起
こ
す
と
、
神
社

庁
を
中
心
に
今
一
度
結
束
し
成
果
を

積
み
上
げ
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

総
代
各
位
に
は
状
況
を
把
握
し
て
頂

き
御
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致

し
ま
す
。

　
国
旗
掲
揚
運
動
に
つ
い
て
は
、
昨

今
委
員
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
総
代
の
任
期
が
一
定
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
の
で
委
員
の
変
動
が
常
に

あ
り
ま
す
の
で
開
催
が
伸
び
伸
び
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
末
ま
で
に

は
是
非
と
も
委
員
会
を
開
催
し
、
令

和
八
年
の
正
月
に
は
家
毎
に
国
旗
掲

揚
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ず

は
総
代
、
神
社
関
係
者
が
率
先
し
て

国
旗
掲
揚
運
動
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

私
が
い
つ
も
思
う
こ
と
で
す
が
、
神

社
と
総
代
は
両
輪
と
言
え
ど
も
、
総

代
は
神
職
を
補
佐
し
神
社
活
動
に
寄

与
す
る
任
務
が
あ
り
ま
す
。
信
仰
の

空
気
の
中
で
の
ご
奉
仕
で
す
の
で
穏

や
か
に
楽
し
く
努
め
た
い
と
存
じ
ま

す
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
本
日
表
彰
の

栄
に
浴
さ
れ
た
方
々
に
衷
心
よ
り
お

祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
又
各
神
社

の
弥
栄
と
本
日
ご
出
席
の
皆
様
方
の

ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
御
挨
拶

と
致
し
ま
す
。
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事
　
　
業

１
、
神
宮
大
麻
奉
斎
推
進

２
、
神
宮
参
宮
運
動
促
進

３
、
神
殿
三
大
祭
斎
行

４
、
神
宮
新
穀
感
謝
祭
奉
賛

５�

、
靖
國
神
社
公
式
参
拝
実
現
運

動
実
施

６
、
北
方
領
土
返
還
運
動
継
続

７
、
各
種
研
修

　
イ
、
現
任
神
職
研
修
会

　
ロ
、
総
代
研
修
会

　
ハ
、
雅
楽
研
修
会

　
ニ
、�

関
東
地
区
中
堅
神
職
研
修

会

　
ホ
、
女
子
神
職
研
修
会

　
へ
、
初
任
神
職
研
修

　
ト
、
中
堅
神
職
研
修

８�

、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
諸

会
議

９�

　
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
当

番
県

10
　
国
旗
掲
揚
運
動
推
進

11
　
不
活
動
神
社
対
策
事
業

12
　
過
疎
化
地
域
神
社
対
策
事
業

13
　
金
品
寄
付
者
顕
彰

14
　
神
政
連
活
動
に
協
力

15
　
神
社
奉
護
運
動
推
進

16
　
日
本
会
議
活
動
に
協
力

17�
　
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く

る
山
梨
県
民
の
会
活
動
に
協
力

18
　
郷
土
暦
編
纂
配
布

19�

　
庁
報
「
か
ひ
が
ね
」
年
四
回

発
行

神
社
本
庁
統
理
の
承
認
を
申

請
し
た
神
社

申
請
件
数 

　	

十
五
件

承
認
件
数 	

十
三
件

内
訳	

財
産
処
分	

七
件

建
物
新
改
築
等	

二
件

境
内
地
模
様
替	

四
件

規
則
変
更	

一
件

神
社
合
併	

一
件

神
社
本
庁
規
程
表
彰

冨
士
山
小
御
嶽
神
社
宮
司	

小
佐
野
正
史

十
五
所
神
社
宮
司	

篠
原
　
敬
逸

冨
士
山
小
御
嶽
神
社
権
禰
宜	

佐
々
木
浩
文

石
和
八
幡
宮
総
代	

髙
野
　
博
夫

神
社
庁
規
程
表
彰

神
明
浅
間
神
社
宮
司	

依
田
　
　
淳

八
幡
神
社
宮
司	

内
藤
　
正
隆

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜	

小
澤
　
輝
展

冨
士
山
小
御
嶽
神
社
禰
宜	

小
佐
野
正
崇

一
宮
神
社
禰
宜	

鈴
木
　
　
晃

天
津
司
神
社
総
代
会
長	

中
沢
　
龍
雄

令
和
七
年
神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者
表
彰

特
別
表
彰
頒
布
優
良
奉
仕
者

稲
積
神
社
権
禰
宜	

土
肥
　
東
宮

頒
布
優
良
奉
仕
者

熊
野
神
社
禰
宜	

渡
邊
　
ち
さ

菅
田
天
神
社
宮
司	

後
藤
　
千
絵

八
王
子
神
社
権
禰
宜	

福
住
　
春
子

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜	

大
嶋
　
実
和

大
室
八
幡
神
社
宮
司	
千
々
輪
岳
史

稲
積
神
社
責
任
役
員	

小
尾
　
　
武

頒
布
優
秀
神
社
関
係
団
体

稲
積
神
社
外
郭
団
体	

稲
積
神
社
崇
敬
青
年
会

頒
布
優
良
支
部

東
八
代
支
部

北
都
留
支
部

全
国
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

一
宮
賀
茂
神
社
総
代	

川
窪
東
海
彦

義
清
神
社
総
代	

坂
本
　
　
桂

山
梨
県
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

武
田
神
社
責
任
役
員	

進
藤
　
　
中

武
田
神
社
総
代	

五
味
　
武
彦

武
田
神
社
総
代	

窪
田
　
一
郎

文
珠
神
社
総
代	

森
田
　
新
一

三
社
諏
訪
神
社
責
任
役
員	

進
藤
　
登
一

天
神
社
外
郭
団
体	

長
松
寺
北
部
き
が
る
会

稲
積
神
社
敬
神
婦
人
会	

関
口
　
竹
子

稲
積
神
社
敬
神
婦
人
会	

土
屋
美
佐
子

稲
積
神
社
常
若
会
会
長	

花
輪
　
武
彦

稲
積
神
社
常
若
会
副
会
長	

河
村
　
由
里

稲
積
神
社
常
若
会
会
計	

小
林
　
宏
至

八
幡
神
社
奉
賛
会
会
長	

川
﨑
　
博
史

神
明
神
社
総
代
会
長	

後
藤
　
　
拓

鈴
宮
諏
訪
神
社
総
代
会
長	

市
村
　
誠
規

日
吉
神
社
責
任
役
員	

保
坂
　
幸
延

日
吉
神
社
責
任
役
員	

山
本
　
紀
雄

八
王
子
大
神
若
宮
八
幡
大
神
社
外
郭
団
体	

下
八
幡
二
区
長
寿
会

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

庁
　
務
　
報
　
告

庁
　
務
　
報
　
告

【
新
任
神
職
】

駒
ヶ
嶽
神
社
宮
司	

今
橋
　
晶
子

建
部
神
社
禰
宜	

石
原
　
貞
仁

古
宮
太
神
社
禰
宜	

高
野
　
　
豪

神
明
社
宮
司	

垣
内
　
　
聡

【
昇
任
神
職
】	

	

日
吉
山
王
神
社
宮
司	

大
村
康
太
郎

武
田
神
社
宮
司	

乙
黒
　
　
洋

	【
帰
幽
神
職
】	

	

立
石
神
社
名
誉
宮
司	

髙
原
　
左
門

駒
ヶ
嶽
神
社
宮
司	

今
橋
　
　
武

神
明
神
社
禰
宜	

小
林
百
合
子

若
宮
八
幡
神
社
宮
司	

望
月
　
久
男

王
法
子
神
社
宮
司	

輿
石
　
　
仁

七
日
子
神
社
宮
司	

窪
坂
　
文
恒

武
田
八
幡
宮
禰
宜	

内
藤
　
佑
介

【
退
職
神
職
】		



八
王
子
神
社
宮
司	

中
村
　
和
行

八
王
子
神
社
禰
宜	

堀
内
　
正
一
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令
和
六
年

九
・
　
一

九
・
　
八

九
・
一
七

九
・
一
九

九
・
二
九

一
〇
・
　
一

一
〇
・
　
五

一
〇
・
一
九

一
〇
・
二
二

一
〇
・
二
五

一
〇
・
二
七

一
〇
・
三
〇

一
一
・
　
一

一
一
・
　
六

一
一
・
　
七

一
二
・
　
一

令
和
七
年

一
・
　
一

一
・
二
二

二
・
　
一

二
・
　
五

二
・
一
一

三
・
　
一

三
・
　
五

三
・
二
六

四
・
　
一

四
・
　
五

四
・
　
九

四
・
一
二

四
・
二
二

五
・
　
一

五
・
　
三

五
・
　
五

五
・
一
〇

六
・
　
一

六
・
　
三

七
・
　
一

八
・
　
一

八
・
一
五

八
・
一
九

八
・
二
六

令
和
六
年

九
・
　
一

九
・
　
三

九
・
　
七

九
・
　
八

九
・
一
一

九
・
　
六

九
・
一
三

九
・
一
七

九
・
一
八

九
・
一
九

九
・
二
〇

九
・
二
五

九
・
二
六

九
・
二
七

九
・
二
九

一
〇
・
　
二

一
〇
・
　
三

一
〇
・
　
四

一
〇
・
　
五

一
〇
・
　
九

一
〇
・
一
〇

一
〇
・
一
九

一
〇
・
二
二

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
六

一
〇
・
二
七

一
〇
・
三
〇

一
一
・
　
一

一
一
・
　
六

一
一
・
　
七

一
一
・
一
二

～
一
三

一
一
・
一
八

一
一
・
一
九

一
一
・
二
五

一
一
・
二
八

一
二
・
　
二

一
二
・
　
三

一
二
・
一
〇

一
二
・
一
一

一
二
・
一
二

令
和
七
年

一
・
　
九

一
・
一
〇

一
・
一
六

一
・
二
二

一
・
二
四

一
・
二
七

～
二
九

二
・
五

二
・
一
一

二
・
一
二

二
・
一
九

神
殿
月
次
祭
斎
行

牛
倉
神
社
例
祭
献
幣
使
参
向

稲
積
神
社
崇
敬
会
設
立
二
十
周
年

記
念
大
祭

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列

小
室
浅
間
神
社
献
幣
使
参
向

峡
南
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
献
幣
使
参
向

靖
國
神
社
秋
季
例
大
祭
参
列

山
梨
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
斎
行

南
都
留
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
参
列

東
八
代
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
参
列

甲
府
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

参
列
、
東
山
梨
支
部
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

峡
中
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

参
列
、
北
都
留
支
部
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
参
列

峡
北
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

参
列

神
殿
新
嘗
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
歳
旦
祭
斎
行

神
殿
例
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
祈
年
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
紀
元
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭
参
列

靖
國
神
社
正
式
参
拝

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
例
祭
参
列

山
梨
県
神
社
庁
役
員
就
任
奉
告
祭

斎
行

武
田
神
社
例
祭
参
列

靖
國
神
社
春
季
例
大
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

稲
積
神
社
例
大
祭
参
列

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
献
幣
使

参
向

悠
紀
の
里
お
田
植
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

御
杣
始
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

県
下
戦
没
者
追
悼
式
参
列

山
梨
縣
護
國
神
社
正
式
参
拝

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
鎮
火
祭

参
列

牛
倉
神
社
献
幣
使
参
向
（
牛
倉
神
社
）

全
国
神
職
保
護
司
会
大
会
【
中
止
】

雅
楽
研
修
会
（
甲
）

雅
楽
研
修
会
（
乙
）

第
五
十
九
回
全
国
神
社
総
代
会
大

会
（
香
川
県
高
松
市
）

神
社
本
庁
常
務
理
事
会
（
神
社
本

庁
）、
神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社

本
庁
）

神
道
雅
楽
会
琴
稽
古
（
山
梨
県
神

社
庁
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列
（
神

宮
）、
崇
敬
会
地
方
本
部
事
務
局

長
会
（
神
宮
司
庁
）、
庁
長
懇
話

会
（
神
宮
司
庁
）

庁
長
会
（
神
宮
司
庁
）

小
室
浅
間
神
社
献
幣
使
（
小
室
浅

間
神
社
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
顧
問
参
与
会
（
ホ
テ
ル
談

露
館
）

神
社
庁
研
修
所
祭
式
講
師
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

全
国
敬
神
婦
人
全
国
大
会
（
札
幌
）

峡
南
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

（
峡
南
支
部
）

一
都
七
県
神
社
庁
教
化
担
当
者
会

（
東
京
都
）、
庁
報
委
員
会
（
山
梨

県
神
社
庁
）

神
社
本
庁
教
誨
師
研
修
会
（
神
社

本
庁
）

神
社
本
庁
教
誨
師
研
修
会
（
神
社

本
庁
）

山
梨
縣
護
國
神
社
献
幣
使
参
向
・

参
列
（
山
梨
縣
護
國
神
社
）

中
込
豊
秋
総
代
会
顧
問
旭
日
小
綬

章
受
章
祝
賀
会
（
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ

ク
甲
府
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上

計
画
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

靖
國
神
社
秋
季
例
大
祭
参
列
（
靖

國
神
社
）

令
和
六
年
度
山
梨
県
神
社
関
係
者

大
会
（
Ｙ
Ｃ
Ｃ
県
民
文
化
ホ
ー
ル
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社
本
庁
）、

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会
（
神
社

本
庁
）、
教
化
委
員
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）

南
都
留
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
南
都
留
支
部
）

東
八
代
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
東
八
代
支
部
）

甲
府
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

（
甲
府
支
部
）、
東
山
梨
支
部
神
宮

大
麻
暦
頒
布
始
祭
（
東
山
梨
支
部
）

峡
中
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

（
峡
中
支
部
）、
北
都
留
支
部
神
宮

大
麻
暦
頒
布
始
祭
（
北
都
留
支
部
）

全
国
総
社
会
総
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
一
都
七
県
神
社
庁
庁
長
会

（
明
治
記
念
館
）、
峡
北
支
部
神
宮

大
麻
暦
頒
布
始
祭
（
峡
北
支
部
）

身
分
選
考
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）、
神
殿
新
嘗
祭
斎
行
（
山

梨
県
神
社
庁
）

新
穀
感
謝
祭

神
職
保
護
司
全
国
大
会
（
東
郷
記

念
館
）

神
道
雅
楽
会
琴
稽
古
（
山
梨
県
神

社
庁
）

神
社
本
庁
リ
モ
ー
ト
役
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）、
山
梨
県
神
社
総

代
会
研
修
会
（
古
名
屋
ホ
テ
ル
）

全
国
教
化
担
当
者
会
議
（
神
社
本

庁
）

神
社
庁
研
修
所
祭
式
講
師
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

選
挙
対
策
委
員
会
（
神
社
本
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上

計
画
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社
本
庁
）、

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
殿
例
祭
斎
行
（
山
梨
県
神
社
庁
）

山
梨
県
女
子
神
職
会
総
会
（
山
梨

県
神
社
庁
）、
教
化
委
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

神
宮
初
参
り

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
殿
祈
年
祭
斎
行
（
山
梨

県
神
社
庁
）、
教
化
講
演
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）、
神
社
本
庁
役
員

会
（
神
社
本
庁
）

山
梨
縣
護
國
神
社
紀
元
祭
参
列

（
山
梨
縣
護
國
神
社
）

神
道
雅
楽
会
琴
稽
古
（
山
梨
県
神

社
庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
総
会

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

祭
　
儀
　
関
　
係

神
社
本
庁
・
神
社
庁
・
神
政
連
・
総
代
会
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二
・
二
一

二
・
二
五

二
・
二
六

二
・
二
七

三
・
　
一

三
・
　
五

三
・
　
七

三
・
一
〇

三
・
一
三

三
・
一
四

三
・
一
六

三
・
一
七

三
・
一
九

三
・
二
五

三
・
二
六

三
・
二
八

～
二
九

四
・
　
一

四
・
　
四

四
・
　
五

四
・
七
～
八

四
・
　
九

四
・
一
〇

四
・
一
二

四
・
一
六

四
・
一
七

四
・
二
二

四
・
二
五

四
・
二
七

五
・
　
三

五
・
　
五

五
・
　
八

五
・
一
〇

五
・
一
五

五
・
一
六

五
・
一
九

五
・
二
〇

五
・
二
一

五
・
二
二

五
・
二
三

五
・
二
四

五
・
二
五

五
・
二
九

六
・
　
一

六
・
　
三

六
・
　
四

六
・
　
九

六
・
一
〇

六
・
一
一

六
・
一
八

六
・
一
九

六
・
二
〇

六
・
二
四

六
・
二
五

六
・
二
六

六
・
二
九

七
・
　
三

七
・
　
四

七
・
　
七

七
・
　
九

七
・
一
〇

七
・
一
一

七
・
一
九

七
・
二
二

七
・
二
三

七
・
二
四

七
・
二
八

七
・
二
九

八
・
　
六

八
・
　
七

八
・
　
八

八
・
一
五

八
・
一
九

八
・
二
六

八
・
二
九

八
・
三
〇

（
東
京
都
）

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
第
七
十

回
中
堅
神
職
研
修
会
（
乙
）
開
講

式
（
明
治
神
宮
会
館
）、
東
山
梨
・

東
八
代
支
部
合
同
祭
式
研
修
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

一
都
七
県
神
道
政
治
連
盟
本
部
長

幹
事
長
事
務
局
長
会
議
（
大
宮
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
第
七
十

回
中
堅
神
職
研
修
会
（
乙
）
閉
講

式
（
明
治
神
宮
会
館
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭
参
列

（
神
宮
）、頒
布
春
季
推
進
会
議
（
神

宮
会
館
）、
神
宮
大
麻
頒
布
向
上

計
画
研
修
会
（
神
宮
）

山
梨
県
神
社
庁
臨
時
協
議
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）、
山
梨
県
神
社

総
代
会
臨
時
評
議
員
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）、
神
政
連
山
梨
県
本
部

臨
時
代
議
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

甲
府
支
部
総
代
研
修
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）

神
社
本
庁
理
事
会
（
神
社
本
庁
）、

庁
長
懇
話
会
（
明
治
神
宮
）

神
社
庁
庁
長
会
（
神
社
本
庁
）

氏
子
青
年
協
議
会
理
事
総
会
（
ア

ル
フ
ィ
ー
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

参
議
院
選
担
当
者
会
議
（
ジ
ッ
ト

セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
靖
國
神
社
参

拝
旅
行
（
靖
國
神
社
・
横
浜
中
華

街
）

山
梨
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
親
子

参
宮
団
（
神
宮
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

選
挙
対
策
委
員
会
（
神
社
本
庁
）

山
梨
縣
護
國
神
社
例
祭
参
列
（
山

梨
縣
護
國
神
社
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
事
務
職

員
研
修
会
（
熱
海
）

山
梨
県
神
社
庁
役
員
就
任
奉
告
祭

（
山
梨
県
神
社
庁
）、
神
社
庁
理
事

会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社
本
庁
）

武
田
神
社
例
大
祭
参
列
（
武
田
神
社
）

一
都
七
県
評
議
員
の
会
（
明
治
記

念
館
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
常
任
委
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

靖
國
神
社
春
季
例
大
祭
参
列
（
靖

國
神
社
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
常
任
委
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

自
由
民
主
党
山
梨
県
支
部
連
合
会

大
会
（
ア
ピ
オ
）

稲
積
神
社
例
大
祭
参
列
（
稲
積
神
社
）

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
例
大
祭

献
幣
使
参
向
（
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

悠
紀
の
里
御
田
植
祭
り
参
列

女
子
神
職
会
総
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

甲
府
支
部
祭
式
研
修
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）

神
社
本
庁
常
務
理
事
会
（
神
社
本

庁
）、
神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社

本
庁
）

全
国
神
社
総
代
会
代
議
員
会
（
神

社
本
庁
）、
國
學
院
大
學
協
議
員

会
（
明
治
記
念
館
）

神
社
本
庁
表
彰
式
（
明
治
記
念
館
）

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会
（
神
社

本
庁
）

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会
（
神
社

本
庁
）

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会
（
神
社

本
庁
）、
班
幣
式
（
神
社
本
庁
）、

庁
長
会
（
神
社
本
庁
）、
東
八
代

支
部
神
職
総
代
合
同
総
会
（
淺
間

神
社
）

南
都
留
・
北
都
留
支
部
祭
式
研
修

会
（
小
室
浅
間
神
社
）、
峡
南
支

部
神
職
総
代
合
同
総
会
（
六
郷
町

民
会
館
）

一
都
七
県
神
政
連
時
局
研
修
会

（
自
民
党
本
部
）

氏
子
青
年
協
議
会
総
会
（
北
口
本

宮
冨
士
浅
間
神
社
）

御
杣
始
祭
（
木
曽
）

神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
委

員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、
表
彰

委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、
神

社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
道
政
治
連
盟
・
神
政
連
国
会
議

員
懇
談
会
結
成
五
十
五
周
年
記
念

式
典
（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）

神
政
連
中
央
委
員
会
（
神
社
本

庁
）、
神
政
連
本
部
長
事
務
局
長

連
絡
会
議
（
神
社
本
庁
）、
庁
報

委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
社
庁
事
務
担
当
者
会
（
神
社
本

庁
）

全
国
神
職
保
護
司
会
大
会
（
山
梨

県
）

山
梨
県
女
子
神
職
会
総
会
衣
紋
研

修
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

山
梨
県
敬
神
婦
人
連
合
会
役
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）、
山
梨
県
敬
神

婦
人
連
合
会
総
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
予
算
委
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
神
道
雅
楽
会
琴
稽
古
（
山

梨
県
神
社
庁
）

峡
中
支
部
総
会
（
櫛
形
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
）

峡
北
支
部
総
会
（
須
玉
町
ふ
れ
あ

い
館
）

神
社
検
定
試
験
会
場
（
山
梨
県
神

社
庁
）

身
分
選
考
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）

教
化
委
員
会
（
兩
之
木
八
幡
宮
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
第

七
十
一
回
中
堅
神
職
研
修
会
（
乙
）

開
講
式
（
明
治
神
宮
会
館
）

神
社
本
庁
常
務
理
事
会
（
神
社
本
庁
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社
本
庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
第

七
十
一
回
中
堅
神
職
研
修
会
（
乙
）

閉
講
式
（
明
治
神
宮
会
館
）

緑
陰
子
供
会
（
兩
之
木
八
幡
宮
）

甲
府
支
部
神
職
総
代
合
同
総
会

（
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
）

北
都
留
支
部
神
職
総
代
合
同
総
会

（
大
月
市
民
会
館
）

山
梨
県
神
社
庁
監
査
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
山
梨
県
神
社
総
代
会
監

査
（
山
梨
県
神
社
庁
）

第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
委
員

会
（
神
社
本
庁
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
常
任
委
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
地
方
議
員
懇

談
会
監
査
（
自
民
党
県
連
本
部
・

県
議
会
）

表
彰
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上

計
画
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
政
連
山
梨
県
本
部
監
査
（
山
梨

県
神
社
庁
）、
山
梨
県
神
社
庁
協

議
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、
山

梨
県
神
社
総
代
会
評
議
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

県
下
戦
没
者
追
悼
式
参
列
（
山
梨

縣
護
國
神
社
）

神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部
護
国

神
社
正
式
参
拝
（
山
梨
縣
護
國
神

社
）、
神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本

部
代
議
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部
地
方

議
員
懇
談
会
総
会
（
シ
ャ
ト
レ
ー

ゼ
ホ
テ
ル
談
露
館
）

全
国
敬
神
婦
人
全
国
大
会
（
青
森

県
）、
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社

鎮
火
祭
参
列
（
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
）

東
山
梨
支
部
定
期
総
会
（
山
梨
市

民
会
館
）、
神
道
雅
楽
会
琴
稽
古

（
山
梨
県
神
社
庁
）

悠
紀
の
里
抜
穂
祭
（
甲
府
）

山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　令和７年７月１日　至　令和８年６月30日

款項　　科　　目

神社本庁幣帛料
負 担 金
本 庁 協 賛 金
神 社 負 担 金
神 職 負 担 金
特別神社寄贈金
神宮奉賛活動推進費

交 付 金
神宮神徳宣揚費
神社本庁交付金
財 産 収 入
神 殿 奉 納 金
財 産 利 子
預 金 利 子
諸 収 入
郷 土 暦 頒 布 費
手数料並授与料
雑 収 入
特 別 納 付 金
当 初 運 営 金
繰 越 金
歳 入 合 計

款項　　科　　目

幣 帛 料
神宮神徳宣揚費
本庁特別納付金
支 部 交 付 金
会 議 費
役 員 会 費
委 員 会 費
関 係 者 大 会 費
参 与 会 費
給 料 及 諸 給 与
給 料
諸 給 手 当
賞 与
傭 人 料
社 会 保 険
福 利 厚 生 費
庁 費
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
消 耗 品 費
光 熱 水 費

通 信 運 搬 費
賄 費
旅 費
交 際 費
慶 弔 費
雑 費
車両維持管理費

事 業 費
教 化 関 係 費
教 化 委 員 会 費
地 方 研 修 所 費
講 習 会 助 成 費
庁 報 発 行 費
郷 土 暦 調 整 費
神宮奉賛活動推進費
指定団体補助金
神社本庁協賛金
表 彰 費
神 社 調 査 費
諸 祭 寄 贈 金
一都七県当番県助成金
神社本庁負担金
大 麻 暦 頒 布 費
頒 布 始 祭 費
郷土暦頒布交付金
荷 造 発 送 費
頒 布 費
派 遣 費
評 議 員 派 遣 費
一都七県連合会派遣費
神宮奉仕員派遣費
事務担当者派遣費

会 館 運 営 費
神 殿 費
借 地 費
営 繕 費
管 理 費
諸 費
資金財産造成費
基本財産造成費
予備資金積立金
職員退職金積立金
会館維持資金積立金
神宮式年遷宮積立金
災害対策基金積立金
分 担 金
運営資金積立金
次年度当初運営金
予 備 費
歳 出 合 計

374,000 
22,459,600 
580,000 

11,312,600 
8,227,000 
1,940,000 
400,000 

54,509,480 
53,600,000 
909,480 
44,186 
30,000 
4,592 
9,594 

4,719,168 
1,862,400 
944,600 
742,168 
1,170,000 
5,000,000 
7,115,338 
94,221,772 

376,200 
34,187,576 
10,747,576 
23,440,000 
3,521,455 
1,703,358 
142,365 
1,114,317 
561,415 

18,740,952 
9,784,800 
2,550,840 
3,629,300 

0 
2,696,566 
79,446 

5,974,460 
745,742 
17,621 
49,050 
359,993 
1,001,231 

581,184 
25,615 

1,263,140 
754,990 
185,590 
24,477 
965,827 
7,380,717 
279,488 
1,943,266 
737,318 

0 
1,168,145 
1,029,872 
403,378 
1,220,000 
435,000 
64,250 

0 
100,000 

0 
4,583,250 
997,928 
80,000 
558,720 
23,208 
336,000 
933,970 
307,160 
491,320 
20,000 
115,490 
1,232,202 
93,430 
400,000 
237,322 
373,450 
128,000 
3,120,000 
10,000 
10,000 
500,000 
600,000 
1,000,000 
1,000,000 
300,000 
800,000 
5,000,000 

0 
87,148,710 

370,000 
22,382,600 
580,000 

11,303,600 
8,169,000 
1,930,000 
400,000 

53,900,000 
53,100,000 
800,000 
12,000 
10,000 
1,000 
1,000 

3,762,338 
1,800,000 
500,000 
462,338 
1,000,000 
5,000,000 
7,073,062 
92,500,000 

令和６年度決算額

令和６年度決算額

令和７年度予算額

令和７年度予算額

450,000 
33,860,000 
10,700,000 
23,160,000 
4,050,000 
1,700,000 
150,000 
1,500,000 
700,000 

19,190,890 
9,956,400 
2,550,840 
3,733,650 
50,000 

2,800,000 
100,000 
8,500,000 
850,000 
50,000 
600,000 
500,000 
1,400,000 

900,000 
50,000 

1,700,000 
900,000 
250,000 
100,000 
1,200,000 
7,955,000 
350,000 
2,500,000 
700,000 
50,000 

1,200,000 
1,100,000 
400,000 
950,000 
435,000 
100,000 
50,000 
120,000 

4,720,000 
1,066,000 
80,000 
600,000 
50,000 
336,000 
1,720,000 
400,000 
1,000,000 
20,000 
300,000 
1,480,000 
200,000 
400,000 
300,000 
450,000 
130,000 
3,120,000 
10,000 
10,000 
500,000 
600,000 
1,000,000 
1,000,000 
500,000 
500,000 
5,000,000 
388,110 

92,500,000 

歳　　入　　の　　部

歳　　出　　の　　部
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一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
第

七
十
一
回
中
堅
神
職
研
修
会
（
乙
）

閉
講
式
（
明
治
神
宮
会
館
）

緑
陰
子
供
会
（
兩
之
木
八
幡
宮
）

甲
府
支
部
神
職
総
代
合
同
総
会

（
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
）

北
都
留
支
部
神
職
総
代
合
同
総
会

（
大
月
市
民
会
館
）

山
梨
県
神
社
庁
監
査
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
山
梨
県
神
社
総
代
会
監

査
（
山
梨
県
神
社
庁
）

第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
委
員

会
（
神
社
本
庁
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
常
任
委
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
政
連
山
梨
県
本
部
地
方
議
員
懇

談
会
監
査
（
自
民
党
県
連
本
部
・

県
議
会
）

表
彰
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上

計
画
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
政
連
山
梨
県
本
部
監
査
（
山
梨

県
神
社
庁
）、
山
梨
県
神
社
庁
協

議
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、
山

梨
県
神
社
総
代
会
評
議
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

県
下
戦
没
者
追
悼
式
参
列
（
山
梨

縣
護
國
神
社
）

神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部
護
国

神
社
正
式
参
拝
（
山
梨
縣
護
國
神

社
）、
神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本

部
代
議
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部
地
方

議
員
懇
談
会
総
会
（
シ
ャ
ト
レ
ー

ゼ
ホ
テ
ル
談
露
館
）

全
国
敬
神
婦
人
全
国
大
会
（
青
森

県
）、
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社

鎮
火
祭
参
列
（
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
）

東
山
梨
支
部
定
期
総
会
（
山
梨
市

民
会
館
）、
神
道
雅
楽
会
琴
稽
古

（
山
梨
県
神
社
庁
）

悠
紀
の
里
抜
穂
祭
（
甲
府
）

山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　令和７年７月１日　至　令和８年６月30日

款項　　科　　目

神社本庁幣帛料
負 担 金
本 庁 協 賛 金
神 社 負 担 金
神 職 負 担 金
特別神社寄贈金
神宮奉賛活動推進費

交 付 金
神宮神徳宣揚費
神社本庁交付金

財 産 収 入
神 殿 奉 納 金
財 産 利 子
預 金 利 子

諸 収 入
郷 土 暦 頒 布 費
手数料並授与料
雑 収 入
特 別 納 付 金

当 初 運 営 金
繰 越 金
歳 入 合 計

款項　　科　　目

幣 帛 料
神宮神徳宣揚費
本庁特別納付金
支 部 交 付 金

会 議 費
役 員 会 費
委 員 会 費
関 係 者 大 会 費
参 与 会 費

給 料 及 諸 給 与
給 料
諸 給 手 当
賞 与
傭 人 料
社 会 保 険
福 利 厚 生 費

庁 費
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
消 耗 品 費
光 熱 水 費

通 信 運 搬 費
賄 費
旅 費
交 際 費
慶 弔 費
雑 費
車両維持管理費
事 業 費
教 化 関 係 費
教 化 委 員 会 費
地 方 研 修 所 費
講 習 会 助 成 費
庁 報 発 行 費
郷 土 暦 調 整 費
神宮奉賛活動推進費
指定団体補助金
神社本庁協賛金
表 彰 費
神 社 調 査 費
諸 祭 寄 贈 金
一都七県当番県助成金
神社本庁負担金
大 麻 暦 頒 布 費
頒 布 始 祭 費
郷土暦頒布交付金
荷 造 発 送 費
頒 布 費
派 遣 費
評 議 員 派 遣 費
一都七県連合会派遣費
神宮奉仕員派遣費
事務担当者派遣費
会 館 運 営 費
神 殿 費
借 地 費
営 繕 費
管 理 費
諸 費
資金財産造成費
基本財産造成費
予備資金積立金
職員退職金積立金
会館維持資金積立金
神宮式年遷宮積立金
災害対策基金積立金
分 担 金
運営資金積立金
次年度当初運営金
予 備 費
歳 出 合 計

374,000 
22,459,600 
580,000 

11,312,600 
8,227,000 
1,940,000 
400,000 

54,509,480 
53,600,000 
909,480 
44,186 
30,000 
4,592 
9,594 

4,719,168 
1,862,400 
944,600 
742,168 
1,170,000 
5,000,000 
7,115,338 
94,221,772 

376,200 
34,187,576 
10,747,576 
23,440,000 
3,521,455 
1,703,358 
142,365 
1,114,317 
561,415 

18,740,952 
9,784,800 
2,550,840 
3,629,300 

0 
2,696,566 
79,446 

5,974,460 
745,742 
17,621 
49,050 
359,993 
1,001,231 

581,184 
25,615 

1,263,140 
754,990 
185,590 
24,477 
965,827 
7,380,717 
279,488 
1,943,266 
737,318 

0 
1,168,145 
1,029,872 
403,378 
1,220,000 
435,000 
64,250 

0 
100,000 

0 
4,583,250 
997,928 
80,000 
558,720 
23,208 
336,000 
933,970 
307,160 
491,320 
20,000 
115,490 
1,232,202 
93,430 
400,000 
237,322 
373,450 
128,000 
3,120,000 
10,000 
10,000 
500,000 
600,000 
1,000,000 
1,000,000 
300,000 
800,000 
5,000,000 

0 
87,148,710 

370,000 
22,382,600 
580,000 

11,303,600 
8,169,000 
1,930,000 
400,000 

53,900,000 
53,100,000 
800,000 
12,000 
10,000 
1,000 
1,000 

3,762,338 
1,800,000 
500,000 
462,338 
1,000,000 
5,000,000 
7,073,062 
92,500,000 

令和６年度決算額

令和６年度決算額

令和７年度予算額

令和７年度予算額

450,000 
33,860,000 
10,700,000 
23,160,000 
4,050,000 
1,700,000 
150,000 
1,500,000 
700,000 

19,190,890 
9,956,400 
2,550,840 
3,733,650 
50,000 

2,800,000 
100,000 
8,500,000 
850,000 
50,000 
600,000 
500,000 
1,400,000 

900,000 
50,000 

1,700,000 
900,000 
250,000 
100,000 
1,200,000 
7,955,000 
350,000 
2,500,000 
700,000 
50,000 

1,200,000 
1,100,000 
400,000 
950,000 
435,000 
100,000 
50,000 
120,000 

4,720,000 
1,066,000 
80,000 
600,000 
50,000 
336,000 
1,720,000 
400,000 
1,000,000 
20,000 
300,000 
1,480,000 
200,000 
400,000 
300,000 
450,000 
130,000 
3,120,000 
10,000 
10,000 
500,000 
600,000 
1,000,000 
1,000,000 
500,000 
500,000 
5,000,000 
388,110 

92,500,000 

歳　　入　　の　　部

歳　　出　　の　　部
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歳　　入　　の　　部
款項　　科　　目

諸 収 入
負 担 金
協 賛 金
寄 付 金
雑 収 入

前 年 度 繰 越 金
歳 入 合 計

歳　　出　　の　　部
款項　　科　　目

諸 支 出
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
通 信 運 搬 費

消 耗 品 費
旅 費
手 当
慶 弔 費
役 員 会 費
雑 費
全国神社総代会代議員派遣費
負 担 金
事 業 費
神社振興対策費
講 演 会 費
功 績 者 表 彰 費
研 修 費
全国総代会積立
総 会 費
予備資金積立金
予 備 費
歳 出 合 計

令和６年度決算額 令和７年度予算額

令和７年度予算額令和６年度決算額

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出決算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日
山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出予算　自　令和７年７月１日　至　令和８年６月30日

歳　　入　　の　　部
款項　　科　　目

会 費

特 別 協 賛 金

法 人 寄 付

個 人 寄 付

雑 収 入

当初運営資金繰入金

前 年 度 繰 越 金

歳 入 合 計

歳　　出　　の　　部
款項　　科　　目

経 常 費
人 件 費
備 品 消 耗 費
事 務 所 費
政 治 活 動 費
組 織 活 動 費
調 査 研 究 費
寄 付 金 交 付 金
研 修 費
一都七県会議費
そ の 他 の 経 費
運営基金積立金
一都七県積立金
運営資金積立金

当初運営資金繰出金
予 備 費
歳 出 合 計

令和６年度決算額

1,833,000 

358,000 

1,942,557 

2,975,000 

167 

0 

338,212 

7,446,936 

令和７年度予算額

1,840,000 

368,000 

1,900,000 

3,550,000 

1,771 

300,000 

340,229 

8,300,000 

令和６年度決算額
229,430 
150,000 
20,000 
59,430 

6,727,277 
3,143,397 
140,200 
1,946,300 
1,320,360 
118,020 
59,000 
150,000 
100,000 
50,000 

0 
0 

7,106,707 

令和７年度予算額
250,000 
150,000 
20,000 
80,000 

7,500,000 
3,800,000 
150,000 
1,960,000 
1,350,000 
140,000 
100,000 
150,000 
100,000 
50,000 
300,000 
100,000 
8,300,000 

神政連山梨県本部歳入歳出決算
自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

神政連山梨県本部歳入歳出予算
自　令和７年７月１日　至　令和８年６月30日

3,081,795 
1,549,500 
1,433,000 

0 
99,295 

2,830,746 
5,912,541 

3,018,736 
1,548,500 
1,431,000 
5,000 
34,236 

2,981,264 
6,000,000 

598,928 
3,870 
4,400 
0 

8,876 

6,220 
351,640 
120,000 

0 
11,494 
38,008 
54,420 
174,600 
1,957,749 
206,075 

0 
49,620 
280,000 
300,000 
1,122,054 
200,000 

0 
2,931,277 

1,720,000 
10,000 
10,000 
10,000 
30,000 

10,000 
1,100,000 
120,000 
80,000 
100,000 
50,000 
200,000 
174,600 
3,700,000 
1,100,000 
100,000 
100,000 
500,000 
400,000 
1,500,000 
300,000 
105,400 
6,000,000 

神
社
庁
長

◆
甲
府
支
部

住
吉
神
社
　
佐
藤
勝
行

◆
南
都
留
支
部

冨
士
御
室
浅
間
神
社
　
倉
澤
芳

平◆
峡
南
支
部

淺
間
神
社
　
磯
野
医
院

◆
東
山
梨
支
部

諏
訪
神
社	

　
古
屋
浩
紀
、
杉
本

孝
、
秋
山
貴
洋
、
日
原
明
仁
、

古
屋
英
世
、
山
下
章
、
広
瀬
実
、

楠
政
実

◆
南
都
留
支
部

浅
間
神
社	

　
原
田
清
、
原
田
正

香

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈
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歳　　入　　の　　部
款項　　科　　目

諸 収 入
負 担 金
協 賛 金
寄 付 金
雑 収 入
前 年 度 繰 越 金
歳 入 合 計

歳　　出　　の　　部
款項　　科　　目

諸 支 出
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
通 信 運 搬 費

消 耗 品 費
旅 費
手 当
慶 弔 費
役 員 会 費
雑 費
全国神社総代会代議員派遣費
負 担 金
事 業 費
神社振興対策費
講 演 会 費
功 績 者 表 彰 費
研 修 費
全国総代会積立
総 会 費
予備資金積立金
予 備 費
歳 出 合 計

令和６年度決算額 令和７年度予算額

令和７年度予算額令和６年度決算額

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出決算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日
山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出予算　自　令和７年７月１日　至　令和８年６月30日

歳　　入　　の　　部
款項　　科　　目

会 費

特 別 協 賛 金

法 人 寄 付

個 人 寄 付

雑 収 入

当初運営資金繰入金

前 年 度 繰 越 金

歳 入 合 計

歳　　出　　の　　部
款項　　科　　目

経 常 費
人 件 費
備 品 消 耗 費
事 務 所 費
政 治 活 動 費
組 織 活 動 費
調 査 研 究 費
寄 付 金 交 付 金
研 修 費
一都七県会議費
そ の 他 の 経 費
運営基金積立金
一都七県積立金
運営資金積立金

当初運営資金繰出金
予 備 費
歳 出 合 計

令和６年度決算額

1,833,000 

358,000 

1,942,557 

2,975,000 

167 

0 

338,212 

7,446,936 

令和７年度予算額

1,840,000 

368,000 

1,900,000 

3,550,000 

1,771 

300,000 

340,229 

8,300,000 

令和６年度決算額
229,430 
150,000 
20,000 
59,430 

6,727,277 
3,143,397 
140,200 
1,946,300 
1,320,360 
118,020 
59,000 
150,000 
100,000 
50,000 

0 
0 

7,106,707 

令和７年度予算額
250,000 
150,000 
20,000 
80,000 

7,500,000 
3,800,000 
150,000 
1,960,000 
1,350,000 
140,000 
100,000 
150,000 
100,000 
50,000 
300,000 
100,000 
8,300,000 

神政連山梨県本部歳入歳出決算
自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

神政連山梨県本部歳入歳出予算
自　令和７年７月１日　至　令和８年６月30日

3,081,795 
1,549,500 
1,433,000 

0 
99,295 

2,830,746 
5,912,541 

3,018,736 
1,548,500 
1,431,000 
5,000 
34,236 

2,981,264 
6,000,000 

598,928 
3,870 
4,400 
0 

8,876 

6,220 
351,640 
120,000 

0 
11,494 
38,008 
54,420 
174,600 
1,957,749 
206,075 

0 
49,620 
280,000 
300,000 
1,122,054 
200,000 

0 
2,931,277 

1,720,000 
10,000 
10,000 
10,000 
30,000 

10,000 
1,100,000 
120,000 
80,000 
100,000 
50,000 
200,000 
174,600 
3,700,000 
1,100,000 
100,000 
100,000 
500,000 
400,000 
1,500,000 
300,000 
105,400 
6,000,000 

　
絵
本 

日
本
の
神
話

　
　
　
う
み
さ
ち
や
ま
さ
ち
（
第
三
話
）

「
一
般
財
団
法
人
　
日
本
文
化
興
隆
財
団
」
提
供

　
問
い
合
わ
せ
　
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
─
五
─
十

　
電
　
話
　
〇
三
─
五
七
七
五
─
一
一
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冊
　
二
〇
〇
円

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
と
、

　
　
　
神
話
の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。
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（
二
一
二
号
　
第
四
話
へ
続
く
）
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令
和
七
年
九
月
十
一
日
、
本
年
度

の
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
・
神
宮
大

麻
暦
頒
布
表
彰
式
・
秋
季
推
進
会
議

が
そ
れ
ぞ
れ
神
宮
内
宮
神
楽
殿
、
神

宮
会
館
に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

例
年
九
月
十
七
日
に
斎
行
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
今
年
は
ご
遷
宮
準
備 

諸
事
情
に
よ
り
、
六
月
に
開
催
し
て

い
る
評
議
員
会
も
九
月
十
日
に
行
い
、

こ
れ
に
引
き
続
き
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
残
暑
厳
し
く
天
候
は
や
や
不
安
定

で
あ
り
ま
し
た
が
、
伊
勢
の
地
は
参

拝
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
頒
布

祭
前
日
は
大
宮
司
様
の
ご
招
宴
が
あ

り
、
親
し
く
ご
挨
拶
を
賜
り
、
ご
参

集
の
皆
様
と
懇
親
を
深
め
楽
し
い
宴

と
な
り
ま
し
た
。
十
一
日
は
早
朝 

外
宮
内
宮
特
別
参
拝
、
内
宮
神
楽
殿

に
於
い
て
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
を

斎
行
、
各
県
神
社
庁
長
に
神
宮
大
麻

を
頒
か
ち
、
引
き
続
き
神
社
本
庁
奉

納
の
大
々
御
神
楽
奉
納
、
神
宮
会
館

に
移
動
し
直
会
・
昼
食
を
摂
り
、
そ

の
後
の
令
和
七
年
度
神
宮
大
麻
暦
頒

布
表
彰
式
に
て
特
別
表
彰
頒
布
優
良

奉
仕
者
が
報
告
さ
れ
、
当
県
で
は
甲

府
支
部 

稲
積
神
社 

権
禰
宜 

土
肥
東

宮
様
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
引
き
続

き
の
秋
季
推
進
会
議
に
於
い
て

九
万
五
千
体
の
減
体
の
報
告
、
地
方

で
の
人
口
減
少
、
若
い
世
代
に
於
け

る
神
棚
祭
祀
の
無
関
心
が
懸
念
さ
れ

る
。
と
す
る
も
、
ご
朱
印
の
た
め
の

神
社
参
拝
は
減
っ
て
は
お
ら
ず
、
神

社
へ
の
関
心
が
少
な
い
訳
で
は
な
い

の
も
現
状
で
あ
る
。
会
議
で
の
頒
布

事
例
報
告
は
山
口
県
神
社
庁
で
あ
り
、

そ
の
報
告
内
容
は
頒
布
事
例
に
留
ま

ら
ず
、
全
般
の
活
動
に
つ
い
て
報
告

さ
れ
庁
Ｈ
Ｐ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、In

sta
g
ram
「
や
ま
ぐ
ち
神
社
法
画
報
」

発
信
、
神
社
体
験
会
の
開
催
な
ど
。

そ
の
取
り
組
み
方
と
し
て
、
先
ず
は

現
状
を
知
っ
て
の
未
来
像
を
模
索
、

従
来
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
情

報
発
信
を
共
有
す
る
。
な
ど
現
代

ツ
ー
ル
を
活
か
す
斬
新
さ
と
、
神
社

体
験
な
ど
ア
ナ
ロ
グ
的
に
直
接
触
れ

る
事
も
大
切
に
し
て
い
る 

た
い
へ

ん
参
考
に
な
る
報
告
で
し
た
。

　
お
木
曳
き
行
事
を
次
年
に
控
え
、

式
年
遷
宮
の
御
事
に
つ
い
て
は
少
し

で
も
多
く
の
知
識
を
身
に
付
け
、
氏

子
崇
敬
者
へ
説
き
、
理
解
を
得
ら
れ

た
ら
と
考
え
ま
す
。

植
　
松
　
真
　
芳

東
八
代
支
部
　
支
部
長

　
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
　
表
彰
式
・
秋
季
推
進
会
議

　
本
年
七
月
十
日
よ
り
北
口
本
宮
冨

士
浅
間
神
社
氏
子
総
代
会
長
に
就
任

し
ま
し
た
。
当
会
の
議
長
は
、
前
任

は
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
三
枝
正

満
前
氏
子
総
代
会
長
が
務
め
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
皆
様
方
の
ご
承
認
を

頂
き
、
不
肖
私
が
斯
様
な
重
責
を
担

う
事
と
な
り
ま
し
た
。
浅
学
菲
才
の

上
に
不
慣
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆

様
方
の
絶
大
な
る
ご
協
力
を
頂
き
当

会
の
運
営
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
さ
て
、
八
月
七
日
（
木
）
午
後
三

時
よ
り
、
山
梨
県
神
社
総
代
会
定
例

評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま

ず
、神
社
庁
職
員
に
よ
り
、修
祓
（
参

会
者
全
員
の
お
祓
い
）
が
行
わ
れ
、

次
に
小
尾
総
代
会
長
に
合
わ
せ
神
殿

に
て
拝
礼
し
、
次
に
伴
奏
に
続
き
国

歌
を
斉
唱
、
次
に
事
務
局
の
先
導
で

敬
神
生
活
の
綱
領
を
唱
和
し
、
次
に

県
内
で
本
年
亡
く
な
ら
れ
た
神
職
総

代
を
追
悼
し
黙
祷
、
開
会
の
言
葉
を

石
原
英
司
副
会
長
が
述
べ
、
小
尾
総

代
会
長
よ
り
挨
拶
、
次
に
小
佐
野
庁

長
よ
り
ご
祝
辞
、
議
長
私
と
副
議
長

坂
本
桂
氏
が
着
席
後
、
議
事
録
署
名

委
員
に
穂
坂
武
徳
氏
と
佐
野
光
一
氏

を
選
任
、
い
よ
い
よ
議
事
の
開
始
と

な
り
ま
し
た
。

　
議
題
１
と
し
て
、
令
和
六
年
度
事

業
報
告
が
事
務
局
よ
り
説
明
さ
れ
問

題
な
く
承
認
、

　
議
題
２
と
し
て
、
令
和
六
年
度
歳

入
歳
出
決
算
報
告
が
事
務
局
よ
り
説

明
さ
れ
、
続
い
て

　
議
題
３
と
し
て
、
神
社
総
代
会
資

金
現
金
現
在
残
高
が
事
務
局
よ
り
報

告
さ
れ
、
続
い
て

　
議
題
４
と
し
て
、
監
査
報
告
が
内

藤
正
隆
よ
り
な
さ
れ
、
議
題
２
か
ら

議
題
４
が
一
括
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、

　
議
題
５
と
し
て
、
令
和
七
年
度
事

業
に
つ
い
て
、
事
務
局
よ
り
説
明
さ

れ
、
承
認
可
決
、

　
議
題
６
と
し
て
、
令
和
七
年
度
歳

入
歳
出
予
算
（
案
）
が
事
務
局
よ
り

説
明
さ
れ
、
問
題
な
く
承
認
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
閉
会
の
言
葉
が
浅
川
力

三
副
会
長
よ
り
述
べ
ら
れ
、
議
事
を

全
て
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ご
関
係
各
位
に
対
し
、
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
報
告
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

眞

田

義

継

議
　
長

　
山
梨
県
神
社
総
代
会
定
例
評
議
員
会
報
告
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八
月
二
十
五
、二
十
六
、二
十
七
日

に
青
森
大
会
に
出
席
す
る
為
に
秋
田
、

青
森
の
研
修
旅
行
に
参
加
し
ま
し
た
。

第
七
十
五
回
全
国
敬
神
婦
人
会
青
森

大
会
は
、
八
月
二
十
六
日
に
リ
ン
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
青
森
で
開
催

さ
れ
、
全
国
か
ら
約
六
〇
〇
人
が
集

い
、
本
県
か
ら
は
十
四
人
が
出
席
し

ま
し
た
。

　
大
会
前
日
に
は
、
秋
田
市
に
あ
る

太
平
山
頂
上
鎮
座
「
太
平
山
三
吉
神

社
総
本
宮
」
に
正
式
参
拝
を
し
ま
し

た
。
三
吉
神
社
、
太
平
山
講
、
三
好

講
の
総
本
宮
と
し
て
「
み
よ
し
さ
ん
」

古
　
屋
　
真
紀
子

会
　
長

　
敬
神
婦
人
連
合
会
全
国
大
会
報
告

　
山
梨
県
神
社
庁
定
例
協
議
員
会
が

八
月
七
日
山
梨
県
神
社
庁
二
階
会
議

室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　
修
祓
、
神
殿
拝
礼
、
国
歌
斉
唱
、

敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和
、
物
故
者
へ

の
黙
禱
の
後
、
小
佐
野
正
史
庁
長
か

ら
令
和
六
年
度
庁
務
概
要
の
挨
拶
が

な
さ
れ
た
。

　
引
き
続
い
て
、
事
務
局
よ
り
協
議

員
三
十
三
名
中
二
十
七
名
の
出
席
が

あ
り
、
規
則
に
よ
り
協
議
員
会
が
成

立
す
る
旨
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
議
事
で
は
第
一
号
議
案
「
令
和
六

年
度
神
社
庁
業
務
概
要
報
告
の
件
」

第
二
号
議
案
「
令
和
六
年
度
歳
入
歳

出
決
算
報
告
の
件
」第
三
号
議
案「
神

社
庁
資
金
現
金
現
在
高
報
告
の
件
」

第
四
号
議
案
「
監
査
報
告
」
が
一
括

上
程
さ
れ
た
。
事
務
局
よ
り
説
明
の

後
、
日
原
監
事
よ
り
監
査
報
告
が
な

さ
れ
た
。
特
段
の
質
疑
、
討
論
な
く

承
認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
第
五
号
議
案
「
令
和
七
年

度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）
の
件
」
が

上
程
さ
れ
た
。
事
務
局
よ
り
説
明
の

後
、
特
段
の
質
疑
、
討
論
な
く
採
決

し
た
結
果
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
六
号
議
案
「
そ
の
他
」
を

上
程
し
た
が
、
特
段
何
も
な
く
、
協

議
員
会
は
閉
会
さ
れ
た
。

「
さ
ん
き
ち
さ
ん
」
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
て
い
て
、
奥
宮
は
太
平
山
の
頂

に
鎮
座
し
、
七
月
十
七
日
か
ら
九
月

十
七
日
の
間
御
神
体
を
里
宮
か
ら
遷

御
し
、
ご
祈
祷
や
神
符
守
札
の
授
与

を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
月
に
行
わ
れ

る
三
吉
梵
天
祭
は
各
地
区
ご
と
に
独

特
な
梵
天
を
作
り
勇
ま
し
く
練
り
歩

く
勇
壮
な
お
祭
り
で
、
企
業
や
団
体
、

子
供
梵
天
な
ど
約
六
十
体
の
梵
天
が

奉
納
さ
れ
る
地
域
に
根
差
し
た
お
祭

り
だ
そ
う
で
す
。

　
次
に
男
鹿
市
の
真
山
神
社
に
あ
る

な
ま
は
げ
館
男
鹿
真
山
伝
承
館
を
見

学
し
ま
し
た
。
男
鹿
の
な
ま
は
げ
は

国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
、
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
で
す
。
大
晦

日
に
各
集
落
の
若
者
が
面
を
つ
け
て

藁
で
編
ん
だ
ケ
デ
と
呼
ば
れ
る
衣
装

を
着
け
て
各
家
を
回
り
新
し
い
年
の

除
災
招
福
を
祈
る
風
習
で
す
。
な
ま

は
げ
館
で
は
、
昔
な
が
ら
家
の
居
間

を
再
現
し
た
建
物
で
な
ま
は
げ
の
一

連
の
所
作
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
な
ま
は
げ
も
三
吉
梵
天
と

同
じ
く
毎
年
、
地
域
の
方
々
が
力
を

合
わ
せ
て
新
し
い
な
ま
は
げ
衣
装
を

作
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
男
鹿
温
泉
郷
に
宿
泊
し
て
、
ホ
テ

ル
で
参
加
者
の
皆
さ
ん
と
交
流
を
深

め
ま
し
た
。

　
大
会
当
日
は
、
秋
田
か
ら
青
森
へ

バ
ス
移
動
し
ま
し
た
。
大
会
は
記
念

清
興
、
山
上
進
氏
が
演
奏
す
る
津
軽

三
味
線
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

　
式
典
は
鷹
司
久
美
子
会
長
の
式
辞

に
始
ま
り
、
議
事
に
入
り
、
令
和
六

年
度
会
務
報
告
と
し
て
「
地
方
団
体

と
の
交
流
」「
社
会
福
祉
活
動
と
し

て
青
森
、
静
岡
の
療
養
所
の
例
祭
参

加
」「
国
旗
小
旗
作
成
協
力
」「
女
子

学
生
へ
の
奨
学
金
給
付
、
三
名
」「
単

位
会
の
異
動
報
告
」
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
。

　
令
和
六
年
度
会
計
決
算
報
告
、
令

和
七
年
度
予
算
案
、
活
動
方
針
、
事

業
計
画
案
の
説
明
が
あ
り
満
場
一
致

で
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
記
念
講
演
は

青
森
出
身
の
リ
ン
ゴ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

代
表
取
締
役
の
樋
川
新
一
氏
に
よ
る

「
こ
の
街
で
夢
を
か
な
え
る
〜
地
方

活
性
化
ア
イ
ド
ル
達
の
挑
戦
〜
」
で

し
た
。
大
学
卒
業
後
日
産
で
八
年
働

い
て
か
ら
地
元
に
帰
り
、
人
、
物
、

こ
と
、
ユ
ー
モ
ア
と
情
熱
で
地
元
の

活
性
化
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。
タ
レ

ン
ト
王
林
が
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
リ
ン

ゴ
娘
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
そ
う
で
す
。

　
来
年
度
の
全
国
大
会
は
埼
玉
県
で

開
催
さ
れ
ま
す
。
近
県
で
す
の
で
、

沢
山
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま

す
。

桃
　
井
　
一
　
祝

議
　
長

　
山
梨
県
神
社
庁
定
例
協
議
員
会
報
告

U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
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U
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U
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U
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諸
島
な
ど
、
日
本
の
領
土
を
自

身
で
守
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
、

国
民
意
識
を
啓
発
し
ま
す
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
私
達
が
め

ざ
す
方
向
と
自
民
党
の
方
向
が
重

な
っ
て
い
る
為
に
選
挙
で
自
民
党
候

補
を
応
援
し
て
私
達
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
努
力
を
し
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
選
挙
の
為
の
応
援
団
体
で
は
な

く
私
達
の
目
指
す
国
づ
く
り
の
為
に

頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　
神
政
連
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄

ま
で
日
本
全
国
の
都
道
府
県
に
各
本

部
が
あ
り
、
神
社
本
庁
内
に
そ
の
中

心
と
な
る
中
央
本
部
が
あ
り
ま
す
。

　
中
央
本
部
は
会
長
以
下
各
ブ
ロ
ッ

ク
か
ら
選
ば
れ
た
役
員
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
一
年
間
の
活
動

方
針
・
事
業
計
画
が
作
成
さ
れ
、
そ

の
後
各
県
本
部
長
を
中
心
と
し
た
中

央
委
員
会
が
毎
年
六
月
に
あ
り
、
す

べ
て
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後

我
々
が
応
援
し
た
国
会
議
員
で
構
成

さ
れ
て
い
る
国
会
議
員
懇
談
会
と
の

懇
談
が
あ
り
私
達
の
目
指
す
国
づ
く

り
の
方
向
に
向
か
っ
て
の
意
見
交
換

を
し
ま
す
。
神
政
連
の
内
容
と
活
動

に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
し
た
が

説
明
し
ま
し
た
が
、
我
々
山
梨
県
本

部
に
於
い
て
は
、
中
央
委
員
会
で
決

定
し
た
活
動
方
針
に
従
っ
て
事
業
を

計
画
し
ま
す
。
ま
ず
役
員
会
を
開
き

そ
の
骨
子
を
決
め
、
事
業
を
計
画
し

ま
す
。
そ
し
て
県
内
八
支
部
か
ら
選

出
さ
れ
た
代
議
員
会
を
開
催
し
て
決

　
日
頃
皆
様
に
は
神
政
連
の
活
動
に

つ
き
御
協
力
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
七
月
二
十

日
に
投
票
が
行
わ
れ
た
参
議
院
通
常

選
挙
の
選
挙
対
策
会
議
に
於
い
て

「
神
政
連
の
活
動
が
選
挙
の
応
援
の

為
の
活
動
が
主
だ
と
理
解
さ
れ
て
い

る
、
も
っ
と
神
政
連
の
こ
と
を
皆
に

知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
」
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
「
か
ひ
が

ね
」
に
紙
面
を
頂
い
て
多
く
の
人
々

に
理
解
し
て
も
ら
う
為
に
「
神
政
連

の
活
動
に
つ
い
て
報
告
し
た
ら
ど
う

か
」
と
の
声
の
も
と
に
今
回
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
神
道
政
治
連
盟
（
略
称
　
神
政

連
）
は
、
世
界
に
誇
る
日
本
の
伝
統

や
文
化
を
後
世
に
正
し
く
伝
え
る
こ

と
を
目
的
に
、
昭
和
四
十
四
年
に
結

成
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
の
日
本
は
、

経
済
的
に
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ

た
一
方
、
個
人
と
公
共
心
と
の
バ
ラ

ン
ス
を
欠
い
た
、
行
き
過
ぎ
た
個
人

主
義
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
が
数
多

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
神
政
連
は
、
日
本
ら
し
さ
、
日
本

人
ら
し
さ
を
回
復
し
、
私
た
ち
が
生

ま
れ
た
こ
の
国
に
自
信
と
誇
り
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
神
道
の
精

神
に
基
づ
い
て
憲
法
改
正
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま

定
を
致
し
ま
す
。
本
年
は
八
月
十
九

日
出
席
の
代
議
員
全
員
で
山
梨
県
護

國
神
社
に
参
拝
し
た
後
、
代
議
員
会

が
開
催
さ
れ
山
梨
県
本
部
活
動
方
針

が
以
下
の
よ
う
に
決
定
致
し
ま
し
た
。

一
、
皇
室
の
尊
厳
護
持
運
動

一
、
自
主
憲
法
制
定
運
動

一
、�

教
育
の
正
常
化
と
正
し
い
歴
史

観
を
後
世
に
伝
え
る
運
動
の
推

進

一
、�

靖
國
神
社
、
護
國
神
社
参
拝
推

進
、
国
家
護
持
運
動

一
、
国
旗
掲
揚
、
国
歌
斉
唱
の
推
進

一
、
組
織
の
強
化
・
会
員
の
増
強

一
、
地
方
議
員
懇
談
会
の
組
織
強
化

一
、�

時
局
に
応
じ
た
諸
問
題
へ
の
対

応

　
以
上
を
決
定
し
靖
國
神
社
参
拝
を
、

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
に
決
定
し

ま
し
た
。
こ
の
後
地
方
議
員
懇
談
会

を
開
催
し
て
県
議
会
議
員
の
先
生
方

と
交
流
を
深
め
ま
し
た
。
昨
年
の
衆

議
院
選
挙
、
本
年
の
参
議
院
選
挙
で

自
民
党
が
大
敗
し
衆
参
で
与
党
過
半

数
割
れ
し
ま
し
た
。
石
破
総
裁
も
辞

任
し
ま
し
た
が
、
我
々
が
目
指
す
国

づ
く
り
に
は
逆
の
方
向
に
進
ん
で
い

る
様
な
気
が
し
ま
す
。
新
総
裁
に
は

何
と
か
我
々
の
目
指
す
方
向
の
候
補

が
就
任
し
、
我
々
の
子
孫
が
伝
統
文

化
に
誇
り
を
持
っ
て
国
づ
く
り
が
で

き
る
こ
と
に
期
待
し
な
が
ら
活
動
致

し
ま
す
。
皆
様
御
指
導
、
御
協
力
宜

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

す
」
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
神
政
連
が
目
指
す
国
づ
く
り

と
し
て
、

一
、�

万
世
一
系
の
皇
統
と
悠
久
な
る

歴
史
を
持
つ
皇
室
と
日
本
の
伝

統
文
化
を
尊
重
し
、
自
国
の
文

化
に
誇
り
を
持
て
る
社
会
づ
く

り
を
目
指
し
ま
す
。

一
、�

日
本
の
伝
統
と
国
柄
に
基
づ
き

国
土
と
国
民
を
守
る
こ
と
の
で

き
る
憲
法
の
制
定
を
め
ざ
し
ま

す
。

一
、�
日
本
を
守
る
た
め
に
尊
い
命
を

捧
げ
ら
れ
た
、
靖
國
神
社
に
祀

ら
れ
る
英
霊
に
対
す
る
国
家
儀

礼
の
確
立
を
め
ざ
し
ま
す
。

一
、�

国
民
の
生
活
や
社
会
の
重
要
な

基
盤
と
な
る
家
族
の
絆
を
大
切

に
で
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ

し
ま
す
。

一
、�

道
徳
心
や
豊
か
な
感
受
性
を
育

み
、
子
供
た
ち
が
未
来
に
希
望

を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
教
育
の

実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

一
、�

日
本
の
史
実
に
対
す
る
誤
っ
た

認
識
を
払
拭
し
、
世
界
か
ら
尊

敬
さ
れ
る
道
義
国
家
、
世
界
に

貢
献
で
き
る
国
家
の
確
立
を
め

ざ
し
ま
す
。

一
、�

諸
外
国
と
友
好
親
善
を
深
め
つ

つ
、
北
方
領
土
や
竹
島
、
尖
閣

渡
　
邊
　
平
一
郎

本
部
長

　
神
政
連
山
梨
県
本
部
活
動
報
告
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伊
勢
神
宮
で
は
令
和
十
五
年
、
第

六
十
三
回
式
年
遷
宮
斎
行
に
向
け
諸

祭
が
本
格
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
、

先
人
達
が
氏
神
様
を
護
り
継
ご
う
と

篤
い
敬
神
崇
祖
の
念
の
下
、
様
々
な

困
難
を
乗
り
越
え
、
常
若
に
努
め
て

来
た
足
跡
を
顧
み
る
こ
と
は
営
々
と

護
り
継
ぐ
責
務
を
担
う
私
共
氏
子
の

貴
重
な
教
訓
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
共
の
氏
神
様
、
河
内
領
一
宮
賀

茂
神
社
は
、
奈
良
時
代
・
天
平
勝
宝

年
間
創
建
で
、
武
田
氏
並
び
に
穴
山

氏
の
尊
崇
篤
く
、
富
士
川
領
域
十
七

社
の
社
頭
と
し
河
内
領
一
之
宮
と
尊

称
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
　

　
し
か
し
、
永
年
の
風
雪
に
さ
ら
さ

れ
、
社
殿
は
数
年
前
か
ら
雨
漏
り
が

ひ
ど
く
建
物
全
体
の
腐
朽
が
懸
念
さ

れ
る
事
態
に
陥
り
ま
し
た
。
修
復
に

は
膨
大
な
財
源
を
要
す
為
、
早
速
修

復
検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
協
議
を

始
め
ま
し
た
が
。
現
下
の
経
済
状
況

は
極
悪
で
日
々
の
生
活
に
汲
々
と
し

て
い
る
状
況
下
で
の
氏
神
様
の
修
復

な
ど
論
外
で
あ
る
と
の
厳
し
い
意
見

が
大
勢
を
占
め
、
当
面
は
先
送
り
や

む
な
し
の
結
論
に
決
し
よ
う
と
な
り

か
け
た
時
、
集
落
の
最
長
老
が
、

「
我
々
の
先
輩
方
は
ど
ん
な
に
生
活

が
苦
し
い
時
も
、
常
に
私
共
を
護
り

続
け
て
く
れ
て
い
る
氏
神
様
を
護
る

た
め
に
行
動
し
て
来
た
。
氏
神
様
に

尽
く
す
こ
と
で
、
益
々
ご
利
益
を
戴

け
る
よ
う
に
と
頑
張
っ
て
来
た
。
だ

か
ら
今
が
あ
る
の
だ
。
こ
こ
は
先
輩

方
に
見
習
い
頑
張
ろ
う
で
は
な
い

か
。」
と
の
発
言
を
機
に
修
復
賛
成

へ
の
気
運
が
一
気
に
高
ま
っ
た
次
第

で
す
。

　
令
和
三
年
末
奉
賛
活
動
を
開
始
、

四
年
四
月
着
工
、
六
年
三
月
初
旬
完

成
、
三
月
二
十
四
日
に
は
竣
工
奉
告

祭
が
斎
行
さ
れ
県
神
社
庁
長
様
、
県

神
社
総
代
会
長
様
は
じ
め
多
く
の

方
々
の
ご
参
列
を
仰
ぎ
盛
大
裡
に
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。
今
般
の
大
事
業
が

立
派
に
完
遂
出
来
た
の
は
、
多
く
の

方
々
の
篤
い
ご
奉
賛
の
賜
物
で
あ
る

と
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
諸
先
輩
達
が
困
難
を
乗
り
越
え
取

り
組
ん
で
来
た
常
若
事
業
は
、
平
成

十
一
年
十
月
榊
の
杜
参
集
殿
建
築
事

業
、
平
成
二
十
一
年
十
月
の
大
鳥
居

の
建
替
え
工
事
等
々
で
あ
る
。

　
私
共
氏
子
は
今
般
の
大
改
修
を
機

に
日
々
の
生
活
の
真
ん
中
に
氏
神
様

が
お
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
認
識
し
篤

い
敬
神
崇
祖
の
念
の
下
、
護
持
運
営

に
万
全
を
期
し
祭
祀
祭
礼
に
努
め
、

益
々
心
豊
か
な
希
望
溢
れ
る
地
域
づ

く
り
の
為
、
心
を
合
わ
せ
懸
命
に
取

り
組
ん
で
行
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
昭
和
二
十
二
年
の
早
生
ま
れ

な
の
で
、
早
く
も
満
七
十
八
歳
と
な

る
。

　
高
校
卒
業
後
、
父
の
稼
業
を
継
い

だ
の
で
両
親
が
亡
く
な
る
ま
で
同
居

の
生
活
だ
っ
た
。

　
中
学
生
の
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
。
父

は
私
に
言
っ
た
。
父
母
が
生
前
の
頃

の
会
話
は
殆
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
の
言
葉
だ
け
は
心
に
残
っ
て
い
る
。

「
な
ん
か
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

よ
し
き
よ
さ
ん
に
行
っ
て
み
ろ
。
そ

れ
も
夜
中
だ
ぞ
。」

　
何
の
事
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
長
い

時
間
が
過
ぎ
た
。
三
十
年
以
上
前
に

両
親
は
相
次
い
で
こ
の
世
を
去
っ
て

い
っ
た
。「
よ
し
き
よ
さ
ん
」
と
は
、

現
在
の
西
条
二
区
に
暮
ら
す
人
々
の

平
安
を
守
る
「
義
清
神
社
」
の
事
だ
。

「
よ
し
き
よ
さ
ん
」
は
、
今
か
ら

九
〇
〇
年
位
前
に
、
現
在
の
茨
城
県

ひ
た
ち
な
か
市
武
田
か
ら
、
甲
斐
国

の
市
川
大
門
に
来
た
武
将
だ
。
義
清

さ
ん
の
父
で
あ
る
義
光
は
、
甲
斐
源

氏
の
祖
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
だ
。

　
ま
た
、
長
男
の
清
光
も
勇
猛
果
敢

な
武
将
で
、
現
在
の
北
杜
市
方
面
に

大
き
な
地
盤
を
築
い
た
と
い
う
。

　
や
が
て
義
清
公
の
子
孫
は
日
本
各

地
に
転
出
し
、
戦
国
時
代
の
名
称
で

あ
る
武
田
信
玄
は
義
清
公
か
ら
十
八

代
目
に
な
る
と
い
う
。「
よ
し
き
よ

さ
ん
」
は
、
そ
の
よ
う
な
名
将
だ
が

「
義
清
神
社
」
の
あ
る
地
は
、
生
涯

を
閉
じ
る
隠
居
場
所
だ
っ
た
気
が
す

る
。
人
生
の
最
後
を
平
穏
に
暮
ら
そ

う
と
、
日
本
一
の
富
士
山
を
望
む
甲

府
盆
地
の
中
心
に
庵
を
構
え
た
こ
と

が
想
像
で
き
る
。
村
人
は
、
そ
の
よ

う
な
人
柄
に
親
し
み
を
感
じ
「
よ
し

き
よ
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

　
さ
て
、
生
前
の
父
か
ら
の
一
言
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
父
の
生
家
は
義
清
神
社
か

ら
一
〇
〇
ｍ
も
な
い
距
離
だ
。
父
が

戦
場
に
行
っ
て
い
る
間
の
母
の
行
動

だ
。

　
深
夜
、
姉
を
抱
き
そ
っ
と
家
を
抜

け
出
し
義
清
神
社
に
行
き
、
父
が
無

事
に
帰
っ
て
来
る
事
を
ひ
た
す
ら
お

願
い
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
話
は
、
両
親
か
ら
聞
い
た
事

は
な
く
私
の
推
測
だ
。
多
分
、
父
の

言
葉
の
裏
側
に
は
、
母
の
こ
の
行
動

が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
昭
和
一
〇
〇
年
」「
戦
後

八
十
年
」
が
経
過
し
た
令
和
七
年
、

義
清
神
社
役
員
と
し
て
拝
殿
の
新
築

に
取
り
組
ん
で
い
る
昨
今
だ
。

支
部
・
総
代
会
だ
よ
り

支
部
・
総
代
会
だ
よ
り

一
宮
賀
茂
神
社
　
　
　
　
　
　
　
　

顧
問
　
川
　
窪
　
東
海
彦

峡
南
支
部

義
清
神
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
代
　
河
　
西
　
秀
　
吏

峡
中
支
部

− 16 −

第211号山　梨　県　神　社　庁　報令和７年秋号

− 17 −



　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
、

大
東
亜
戦
争
の
終
結
を
国
民
や
海
外

の
日
本
軍
将
兵
、
在
外
邦
人
に
向
け

て
昭
和
天
皇
が
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ

て
大
東
亜
戦
争
終
結
の
詔
書
を
朗
読

さ
れ
た
。「
堪
え
が
た
き
を
堪
え
、

忍
び
が
た
き
を
忍
び
」
と
い
う
文
言

は
有
名
で
あ
り
、
知
っ
て
い
る
人
も

多
く
居
る
と
思
う
。

　
放
送
を
聴
い
た
国
民
は
、
戦
争
で

負
け
た
悔
し
さ
、
将
来
へ
の
不
安
な

ど
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
天
皇
が
自
ら
の
声
で
国
民

を
励
ま
す
姿
に
国
民
は
様
々
な
思
い

を
心
に
巡
ら
し
た
事
で
あ
ろ
う
。

　
戦
後
生
ま
れ
の
我
々
は
、
終
戦
当

時
の
国
民
の
気
持
ち
や
感
情
は
、
想

像
す
る
事
し
か
出
来
な
い
が
、
人
と

し
て
理
解
す
る
事
は
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
終
戦
を
伝
え
る
放
送
か
ら

八
十
年
を
迎
え
た
。
全
国
の
護
國
神

社
五
十
二
社
で
は
、
天
皇
陛
下
か
ら

賜
っ
た
弊
帛
を
御
神
前
に
供
え
、
終

戦
八
十
年
臨
時
大
祭
が
斎
行
さ
れ
る
。

　
御
遺
族
も
高
齢
化
し
大
祭
に
参
列

さ
れ
る
方
も
全
国
的
に
少
な
く
な
る

と
思
う
が
、
英
霊
顕
彰
を
国
民
は
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
れ
は

人
と
し
て
、
日
本
で
生
活
す
る
国
民

と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
で
あ

る
。
だ
が
、
現
実
は
英
霊
に
対
し
て

無
関
心
の
国
民
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ

れ
で
善
き
と
は
思
い
た
く
な
い
、
御

遺
族
、
遺
児
が
少
な
く
な
り
、
こ
こ

数
年
で
解
散
と
な
る
遺
族
会
も
多
く

な
る
で
あ
ろ
う
。

　
終
戦
八
十
年
を
迎
え
国
民
一
人
一

人
が
英
霊
に
対
し
て
の
考
え
や
思
い

を
改
め
る
時
が
来
た
と
感
じ
る
。

　
当
神
社
の
境
内
に
護
國
神
社
が
鎮

座
し
て
お
り
、
日
露
戦
役
・
日
支
事

変
・
大
東
亜
戦
争
に
お
い
て
大
明
見

か
ら
出
征
し
、
戦
歿
さ
れ
た

百
四
十
六
柱
の
英
霊
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
招
魂
祭
は
、
従
前
か
ら
大
明
見
地

域
の
戦
歿
者
の
御
霊
を
慰
霊
し
、
ご

遺
族
の
皆
さ
ん
方
の
励
ま
し
と
、
お

心
の
支
え
を
図
り
、
大
明
見
財
産
区

と
大
明
見
連
合
自
治
会
が
協
働
し

て
、
部
落
を
挙
げ
て
毎
年
秋
の
彼
岸

の
中
日
で
あ
る
九
月
二
十
三
日
に
実

施
さ
れ
て
来
た
も
の
で
す
が
、
平
成

十
一
年
頃
、
地
域
の
氏
神
様
で
あ
る

当
神
社
へ
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

以
来
神
社
に
於
い
て
斎
行
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　
今
年
も
、
ご
遺
族
を
は
じ
め
、
富

士
吉
田
市
長
（
名
代
の
副
市
長
ご
臨

席
）、
地
域
地
盤
の
代
議
士
（
名
代

の
秘
書
官
ご
臨
席
）、
市
議
会
議
員
、

市
遺
族
会
長
等
の
ご
来
賓
や
、
地
元

の
財
産
区
、
自
治
会
を
始
め
と
す
る

各
種
団
体
、
地
域
関
係
者
の
皆
さ
ん

方
を
お
招
き
し
て
、
総
勢
百
名
を
超

え
る
方
々
が
列
席
さ
れ
て
、
護
國
神

社
の
社
前
に
お
い
て
旧
来
に
準
じ
て

祭
典
を
斎
行
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
祭
典
は
、
開
式
・
黙
祷
に
始
ま
り
、

次
第
に
従
い
厳
粛
の
裡
に
逐
次
執
り

進
め
ら
れ
、
祝
詞
奏
上
の
後
に
、
僧

侶
の
読
経
、
財
産
区
議
長
と
連
合
自

治
会
長
に
よ
る
祭
文
の
奏
上
、
副
市

長
以
下
ご
来
賓
の
皆
様
方
よ
り
、
不

戦
の
決
意
を
込
め
ら
れ
た
慰
霊
と
追

悼
の
辞
を
賜
り
、
列
席
さ
れ
た
皆
さ

ん
に
よ
る
玉
串
拝
礼
が
行
わ
れ
、
最

後
に
ご
遺
族
を
代
表
し
て
、
大
明
見

遺
族
会
長
が
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
て
閉

式
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
年
は
、
大
東
亜
戦
争
が
終
結
し

て
八
十
年
を
数
え
る
、
大
き
な
節
目

の
年
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

　
五
重
塔
と
富
士
山
・
桜
が
織
り
な

す
日
本
の
象
徴
と
し
て
、
近
年
一
大

観
光
地
と
な
っ
た
忠
霊
塔
に
祀
ら
れ

て
い
る
市
内
の
戦
歿
者
千
五
十
五
柱

に
比
し
、
大
明
見
一
部
落
の
戦
歿
者

は
百
四
十
六
柱
と
一
割
以
上
に
及
ん

で
い
ま
す
。

　
こ
の
様
な
多
く
の
尊
い
命
が
失
わ

れ
、
父
や
兄
弟
、
夫
や
息
子
な
ど
掛

け
替
え
の
な
い
存
在
を
失
い
、
残
さ

れ
た
ご
遺
族
の
皆
さ
ん
は
、
筆
舌
に

尽
く
せ
ぬ
労
苦
・
辛
酸
を
味
わ
い
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
な
が
ら
生
き
る
こ

と
に
邁
進
し
、
長
い
年
月
を
経
て
今

日
の
平
穏
な
日
々
を
送
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
も
の
で
す
。

　
招
魂
祭
は
、
戦
争
で
散
華
さ
れ
た

方
々
の
御
霊
の
慰
霊
だ
け
で
な
く
、

こ
の
様
な
ご
遺
族
の
皆
さ
ん
の
深
い

悲
し
み
や
痛
み
に
向
き
合
い
、
二
度

と
同
じ
悲
劇
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら

な
い
と
云
う
強
い
決
意
を
表
し
て
い

る
も
の
で
、
今
後
共
、
平
和
を
願
い

尊
ぶ
場
で
あ
り
ま
す
の
で
、
誠
を
尽

く
し
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
す
。

祭
典
を
斎
行
し
て

  
終
戦
八
十
年
を
迎
え
て

　
山
梨
縣
護
國
神
社

禰
宜
　
羽
中
田
　
康
　
司

  
護
國
神
社
招
魂
祭
（
大
明
見
地
区
　

　
　
戦
歿
者
慰
霊
祭
）
を
斎
行
し
て

　
小
室
浅
間
神
社

宮
司
　
宮
　
下
　
重
　
範
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教
化
委
員
会
で
は
、
過
疎
化
対
策

神
社
に
指
定
さ
れ
て
い
る
神
社
を
氏

子
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
機

会
と
し
て
、
緑
陰
子
供
会
を
開
催
し

て
い
る
。
今
年
は
、
七
月
十
九
日
に

東
八
代
支
部
の
兩
之
木
八
幡
宮
（
古

屋
真
弘
宮
司
）
に
於
い
て
開
催
さ
れ

た
。

　
昨
年
が
雨
天
で
延
期
と
な
り
、
心

待
ち
に
し
て
い
た
参
加
者
も
い
た
の

か
、
午
前
九
時
受
付
で
十
名
の
子
ど

も
達
と
引
率
者
二
名
が
集
ま
っ
た
。

始
め
に
拝
殿
に
て
、
み
な
神
妙
な
顔

つ
き
で
正
式
参
拝
を
し
、
宮
司
様
の

講
話
の
後
、
記
念
撮
影
を
行
い
、
神

道
雅
楽
会
の
皆
さ
ん
の
雅
楽
を
鑑
賞

し
た
。
境
内
に
厳
か
な
音
色
が
響
く

と
、
近
所
の
方
達
も
音
に
つ
ら
れ
て

鑑
賞
に
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
神

道
青
年
会
員
と
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
で
は
、
子
ど
も
た
ち
も
緊
張
の
糸

が
ほ
ぐ
れ
た
の
か
一
気
に
打
ち
解
け

て
、
賑
や
か
な
声
が
境
内
に
響
い
た
。

竹
を
使
っ
た
箸
作
り
で
は
、
普
段
使

い
慣
れ
て
い
な
い
カ
ッ
タ
ー
を
用
い

て
昼
食
に
使
う
箸
を
作
る
体
験
は
子

ど
も
達
に
と
っ
て
も
新
鮮
な
よ
う
で
、

み
な
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。
思
い
思

い
の
箸
が
出
来
上
が
り
、
食
前
食
後

の
挨
拶
に
も
感
謝
を
込
め
て
、
お
待

ち
か
ね
の
う
ど
ん
と
お
に
ぎ
り
の
昼

食
を
美
味
し
そ
う
に
頬
張
っ
て
い
た
。

昼
食
後
、
お
腹
も
い
っ
ぱ
い
と
な
り

パ
ワ
ー
全
開
と
な
っ
た
子
ど
も
達
は
、

楽
し
み
に
し
て
い
た
勾
玉
作
り
を

行
っ
た
。
根
気
の
い
る
作
業
で
は

あ
っ
た
が
、
少
し
ず
つ
形
に
な
り
綺

麗
に
輝
い
て
い
く
勾
玉
の
よ
う
に
光

り
輝
い
て
見
え
た
。
最
後
に
火
鑽
体

験
を
行
い
閉
会
式
と
な
っ
た
。

　
梅
雨
明
け
の
猛
暑
の
中
だ
っ
た
が
、

各
自
で
熱
中
症
対
策
を
講
じ
楽
し
く

過
ご
す
事
が
出
来
た
。
神
社
で
過
ご

し
た
一
日
は
子
ど
も
達
の
五
感
を
刺

激
す
る
体
験
と
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。

こ
れ
か
ら
も
神
社
や
神
道
に
親
し
み

を
も
っ
て
も
ら
い
、
氏
神
様
を
大
切

に
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願

う
。

緑
陰
子
供
会
報
告

後

藤

千

絵

教
化
委
員
会
　
事
業
部
員

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

祭
 
典
 
日
 
程	

祭
 
典
 
日
 
程	

大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
新
嘗
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
厄

神
祭

金
櫻
神
社
鎮
火
祭

甲
斐
國
一
宮
淺
間
神
社
真
貞
社
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
新

嘗
祭
・
大
祓
式

甲
斐
國
一
宮
淺
間
神
社
大
祓
　
稲
積
神
社
年

越
大
祓
　
甲
府
市
宮
前
町
八
幡
神
社
大
祓
　

甲
府
市
国
玉
町
玉
諸
神
社
大
祓
　
七
保
町
葛

野
御
嶽
神
社
大
祓
　
甲
府
市
東
光
寺
山
八
幡

神
社
大
祓
　
身
延
町
下
山
一
宮
賀
茂
神
社
大

祓
　
長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神

社
除
夜
祭
　
大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
大
祓
・

年
越
祭
　
山
中
湖
村
山
中
浅
間
神
社
大
祓
式

　
高
根
町
箕
輪
建
部
神
社
大
祓

菅
田
天
神
社
元
旦
祭
、
市
川
三
郷
町
宮
原
浅

間
神
社
歳
旦
祭
、
七
保
町
葛
野
御
嶽
神
社
元

旦
祭
、
富
士
川
町
青
柳
町
諏
訪
神
社
元
旦
祭
、

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
笠
屋
神
社
元
旦
祭
、

南
ア
ル
プ
ス
市
下
宮
地
神
部
神
社
元
旦
祭
、

藤
井
町
南
下
條
福
地
八
幡
神
社
歳
旦
祭
、
長

坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
歳
旦

祭
、
大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
歳
旦
祭
、
忍
野

村
忍
草
浅
間
神
社
歳
旦
祭
、
忍
野
村
内
野
浅

間
神
社
歳
旦
祭
、
初
狩
町
下
初
狩
八
幡
神
社

元
旦
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
筒

粥
神
事
（
～
一
五
日
）

都
留
市
朝
日
馬
場
石
船
神
社
初
祭
り

富
士
吉
田
市
上
吉
田
山
神
社
春
季
例
大
祭
、

富
士
吉
田
市
新
屋
山
神
社
正
月
祭

11
・
28

12
・
６

12
・
７

12
・
９

12
・
25

12
・
31

１
・
１

１
・
14

１
・
15

１
・
17

市
川
三
郷
町
鴨
狩
津
向
城
山
神
社
秋
祭
　
南

ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
諏
訪
神
社
例
大
祭

南
ア
ル
プ
ス
市
吉
田
諏
訪
神
社
秋
期
例
祭

藤
井
町
南
下
條
福
地
八
幡
神
社
秋
季
例
大
祭

武
田
神
社
御
祭
神
生
誕
祭
　
大
嶽
山
那
賀
都

神
社
紅
葉
薪
祭
　
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
町

弓
削
神
社
例
大
祭
　
八
代
町
永
井
天
神
社
秋

例
大
祭
　
富
士
川
町
青
柳
町
諏
訪
神
社
秋
例

祭富
士
吉
田
市
上
暮
地
神
明
社
七
五
三
詣
　
山

中
湖
村
山
中
浅
間
神
社
七
五
三
祭

甲
府
市
高
畑
住
吉
神
社
秋
季
例
大
祭

甲
府
市
愛
宕
町
愛
宕
神
社
例
祭

小
室
浅
間
神
社
室
宮
恵
比
寿
例
祭
（
～
二
十

日
）

南
ア
ル
プ
ス
市
高
尾
穂
見
神
社
秋
例
大
祭
（
～

二
十
三
日
）

住
吉
神
社
新
嘗
祭
　
生
出
神
社
新
嘗
祭
　
甲

府
市
宮
前
町
八
幡
神
社
新
嘗
祭
　
甲
府
市
国

玉
町
玉
諸
神
社
新
嘗
祭
・
神
宮
大
麻
頒
布
祭

　
大
月
市
駒
橋
三
嶋
神
社
新
嘗
祭
　
酒
折
宮

新
嘗
祭
　
甲
府
市
湯
田
甲
府
恵
比
寿
神
社
例

大
祭
え
び
す
講
祭
　
勝
沼
町
菱
山
古
宮
太
神

社
秋
季
例
大
祭
　
中
央
市
浅
利
諏
訪
神
社
秋

祭
（
新
嘗
祭
）　
身
延
町
帯
金
八
幡
大
神
社
新

穀
感
謝
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
諏
訪

神
社
新
嘗
祭
　
韮
崎
市
穴
山
町
穂
見
神
社
新

嘗
祭
　
富
士
吉
田
市
上
暮
地
神
明
社
新
嘗
祭

富
士
吉
田
市
松
山
松
尾
神
社
新
嘗
祭

小
淵
沢
町
小
淵
沢
北
野
天
神
社
新
嘗
祭

10
・
20

10
・
25

10
・
26

11
・
３

11
・
15

11
・
16

11
・
17

11
・
19

11
・
22

11
・
23

11
・
24

11
・
25
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私
は
兩
之
木
神
社
で
の
緑
陰
子
供

会
に
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
会
で
楽

し
か
っ
た
こ
と
や
と
て
も
良
い
思
い

出
に
な
っ
た
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
な
か
の
三
つ
を
紹
介

し
ま
す
。

　
一
つ
め
は
、
は
し
作
り
で
す
。
私

は
「
お
は
し
を
作
ら
な
い
と
ご
は
ん

が
食
べ
ら
れ
な
い
よ
！
」
と
言
わ
れ

て
「
ほ
ん
と
う
に
で
き
る
か
な
ぁ
」

と
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
ま
し
た
。
作
り
は
じ

め
て
か
ら
最
初
は
竹
を
け
ず
っ
て
い

る
と
ト
ゲ
ト
ゲ
し
て
難
し
か
っ
た
で

す
。
で
も
だ
ん
だ
ん
コ
ツ
を
つ
か
ん

で
き
て
、
さ
い
ご
に
は
完
ぺ
き
な
は

し
に
な
っ
て
良
か
っ
た
で
す
。

　
二
つ
め
は
わ
た
し
が
そ
の
中
で
一

番
楽
し
み
に
し
て
い
た
ま
が
玉
作
り

で
す
。
し
か
し
開
始
五
分
で
ま
が
玉

を
み
が
い
て
い
た
手
が
つ
か
れ
ま
し

た
。
私
は
み
が
く
の
が
こ
ん
な
に
苦

労
す
る
ん
だ
と
は
じ
め
て
し
っ
て

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
み

が
い
て
い
く
と
少
し
ず
つ
丸
い
形
に

な
っ
て
き
て
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

私
は
み
が
く
の
に
夢
中
に
な
っ
て
手

が
い
た
い
の
も
わ
す
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
し
て
お
わ
る
こ
ろ
に
は
し

ろ
い
な
め
ら
か
な
ま
が
玉
が
で
き
大

切
な
宝
物
と
な
り
ま
し
た
。

　
三
つ
め
は
火
お
こ
し
で
す
。
火
お

こ
し
も
体
験
し
て
み
ま
し
た
が
外
は

湿
気
が
す
ご
か
っ
た
の
で
け
む
り
は

出
た
け
ど
火
は
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
私
は
火
の
あ
り
が
た
み
を
実

感
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
昔
の
人
は

火
を
つ
け
る
の
に
も
ひ
と
苦
労
し
て

い
た
ん
だ
な
ぁ
」
と
も
思
い
ま
し
た
。

　
こ
の
三
つ
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。
そ

し
て
、
ま
た
緑
陰
子
供
会
に
参
加
し

た
い
で
す
！
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ま

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

参
加
者
　
中
土
井
　
明
　
歩 

さ
ん

「
御
�
代
」
を
さ
ら
に
納
め
る
た
め

の
御
器
「
御
船
代
」
の
御
用
材
を
伐

採
す
る
に
あ
た
っ
て
「
御
杣
山
の
木

の
本
に
坐
す
大
神
等
」
を
祀
り
、
御

船
代
が
無
事
奉
製
さ
れ
る
こ
と
を
祈

念
す
る
祭
儀
。
天
皇
陛
下
か
ら
今
年

七
月
七
日
に
日
時
の
御
治
定
を
賜
り
、

神
宮
当
局
と
神
宮
式
年
造
営
庁
と
で

諸
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

（
出
典
　
神
社
新
報
）

　
第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
の
諸

祭
の
一
つ
で
あ
る
御
船
代
祭
が
、
天

皇
陛
下
の
日
時
御
治
定
を
賜
り
、
九

月
十
七
日
に
皇
大
神
宮
（
内
宮
）、

十
九
日
に
豊
受
大
神
宮
（
外
宮
）
そ

れ
ぞ
れ
の
宮
域
内
に
設
け
ら
れ
た
宮

山
祭
場
で
斎
行
さ
れ
た
。
内
宮
・
外

宮
の
祭
儀
に
あ
は
せ
、
木
曽
谷
・
裏

木
曽
の
御
杣
山
で
は
「
伐
木
の
儀
」

が
執
り
お
こ
な
は
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

御
船
代
を
奉
製
す
る
御
用
材
が
伐
採
さ

れ
た
。

　
御
船
代
祭
は
、
御
神
体
を
納
め
る

遷
宮
だ
よ
り

　
第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮

　
　
　
宮
山
祭
場
で
御
船
代
祭

　
─
童
男
・
童
女
も

　
　
　
　 

奉
仕
し
厳
か
に
─
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今
後
の
予
定 

今
後
の
予
定 

今
後
の
予
定 

○
新
穀
感
謝
祭	

　
我
が
国
の
御
親
神
、
心
の
ふ
る
さ

と
と
仰
ぐ
「
お
伊
勢
様
」。
そ
の
限
り

な
い
御
神
恩
に
感
謝
の
真
心
を
捧
げ
、

「
瑞
穂
の
国
」
と
称
え
ら
れ
た
我
が
国

柄
へ
の
思
い
を
新
た
に
す
る
新
穀
感

謝
祭
を
左
記
の
日
程
に
よ
り
開
催
い

た
し
ま
す
。

　
本
年
も
多
く
の
皆
様
の
ご
参
列
を

得
て
、
奉
賛
の
喜
び
を
共
に
致
し
た

く
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
記

一
、
日
　
時

　
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
・

　
　
　
　
　
十
四
日
（
一
泊
二
日
）

　
神
宮
で
は
御
垣
内
に
て
特
別
参

拝
、
参
拝
記
念
が
撤
下
さ
れ
ま
す
。

　
宿
泊
ホ
テ
ル
、
行
程
、
参
加
費
は

支
部
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
、
支
部

役
員
・
神
社
宮
司
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

○
神
殿
新
嘗
祭	

　
初
穂
を
供
え
、
今
年
一
年
の
収
穫

の
感
謝
と
喜
び
を
神
々
に
奉
告
す
る

「
新
嘗
祭
」　
恒
例
に
よ
る
神
事
を
下

記
に
よ
り
斎
行
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
記

日
　
時

　
令
和
七
年
十
一
月
五
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分

場
　
所
　
山
梨
県
神
社
庁
神
殿

○
神
社
庁
神
殿
祈
年
祭
並
び
に

　
　
　
教
化
講
演
会
の
お
知
ら
せ	

　
神
社
庁
神
殿
祈
年
祭
並
び
に
教
化

講
演
会
を
左
記
の
日
程
で
斎
行
い
た

し
ま
す
。

　
　
　
　
記

一
、
日
　
時

　
　
令
和
八
年
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　（
火
曜
・
仏
滅
）

一
、
日
　
程

　
　
神
殿
祈
年
祭

　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
〇
分

　
　
教
化
講
演
会

　
　
　
　
　
　
午
後
三
時

一
、
講
　
師

　
　
皇
學
館
大
学
助
教

　
　
　
　
小
　
林
　
　
　
郁
　
先
生

一
、
講
演
内
容

　
　
　
伊
勢
神
宮

             

〝
お
伊
勢
参
り
〟
の
魅
力

一
、
場
　
所

　
　
山
梨
県
神
社
庁
　
神
殿

神社庁
ホームページ

 
神
棚
差
し
上
げ
ま
す

山
梨
県
神
社
庁

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
五
五
─
二
八
八
─
〇
〇
〇
三

 

敬
神
生
活
の
綱
領

　
神
道
は
天
地
悠
久
の
大
道
で

あ
っ
て
、
崇
高
な
る
精
神
を
培

ひ
、
太
平
を
開
く
の
基
で
あ
る
。

　
神
慮
を
畏
み
祖
訓
を
つ
ぎ
、

い
よ
い
よ
道
の
精
華
を
発
揮
し
、

人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
は
、

使
命
を
達
成
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
こ
の
綱
領
を
か
か
げ

て
向
う
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、

実
践
に
つ
と
め
て
以
て
大
道
を

宣
揚
す
る
こ
と
を
期
す
る
。

一
、
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩

と
に
感
謝
し
、
明
き
清

き
ま
こ
と
を
以
て
祭
祀

に
い
そ
し
む
こ
と

一
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

奉
仕
し
、
神
の
み
こ
と

も
ち
と
し
て
世
を
つ
く

り
固
め
成
す
こ
と

一
、
大
御
心
を
い
た
だ
き
て

む
つ
び
和
ら
ぎ
、
国
の

隆
昌
と
世
界
の
共
存
共

栄
と
を
祈
る
こ
と

緑陰子供会
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